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第 1 章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

子育てや子どもの育ちをめぐる環境の変化を背景に、子どもと子育てをしている人たちに必

要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するこ

とを目的として、平成 24 年８月に子ども・子育て支援法などの、いわゆる「子ども・子育て関

連３法」が制定され、子ども・子育て支援の新たな制度、「子ども・子育て支援新制度」が創

設されました。 

これを受け国では、平成 29 年６月に「子育て安心プラン」を公表し、平成 30 年度から令和

３年度までに女性の就業率 80％にも対応できる約 32 万人分の保育の受け皿を整備すること、平

成 30 年９月には、「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後等にすべての児童を対象

として学習や体験などを行う事業の計画的な整備等を進めていくこととしました。 

本市では、平成 17 年度から推進してきた「小田原市次世代育成支援対策行動計画」を継承し

ながら、すべての子どもに良質な成育環境と、実情に応じた支援が適切に提供できるよう、平

成 27 年度から「小田原市子ども・子育て支援事業計画」を推進してきましたが、令和元年度末

に計画最終年度を迎えたことから、引き続きすべての子どもに良質な成育環境を保障し、地域

の実情に応じた支援が適切に提供されていくよう、子育て世帯の利用希望を把握した上で、幼

児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に対する量の見込みと提供体制の確保内容を

盛り込んだ「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の質及び量の確保や、法に基づく業務の円滑な実施などについて定めます。ま

た、児童福祉法に規定する保育所及び幼保連携型認定子ども園の整備に関する市町村整備計画

を兼ねるとともに、子どもの貧困対策推進法に関する施策を含めます。 

本計画の策定にあたっては、本市の総合計画である「2030 ロードマップ 1.0」の施策の方向

やその他の関連計画とも連携し、整合を図ります。 

なお、広く次世代育成支援の観点から総合的に施策を推進するために、本計画は「次世代育

成支援対策行動計画」を継承し、改正後の次世代育成支援対策推進法に基づく計画としても位

置付けます。 
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◆ 子ども・子育て支援事業計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づき、令和２年度から令和６年度の５年間を計画期間

とします。 

なお、計画期間中は施策の実施状況の点検、評価を行うとともに、必要に応じて計画の見直

しを行います。 

◆ 計画期間 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 

元年度 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

          

総合計画「2030 ロードマップ 1.0」 

 

主な関連計画 

○小田原市教育振興基本 

計画 

第２期小田原市 

子ども・子育て支援事業計画 

連携 

個別計画 

小田原市次世代育成 

支援対策行動計画 

継承 

子どもの
貧困対策
推進法 

次世代 
育成支援 
対策推進法 

○小田原市地域福祉計画 

○小田原市障がい者基本 

計画 

等 

小田原市子ども・子育て支援事業計画 

第２期小田原市 
子ども・子育て支援事業計画 
（※令和５年３月に「小田原市子どもの貧困

対策推進計画」を包含した計画へ改定。） 
 

見直し 

子ども・ 
子育て 
支援法 

小田原市子どもの貧困

対策推進計画 
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４．計画策定に向けた取組 

（１）小田原市子ども・子育て会議の開催 

本市の子ども・子育て支援事業計画を定めるにあたり、子どもの保護者や子ども・子育て支援

に係る関係者からの意見を聞くため、小田原市附属機関設置条例に基づき「小田原市子ども・子

育て会議」を開催し、子どもの保護者に加え、幼稚園、保育所、地域子育て支援事業、放課後児

童クラブ、児童相談所などの子ども・子育て支援事業の従事者、有識者、事業者団体の関係者な

ど、子ども・子育て支援に関する様々な立場から 16 名の方に参画いただきました。 

 

（２）小田原市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けたニーズ調査の実施 

子ども・子育て支援事業計画における、各年度の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に

ついての量の見込みの設定や、子ども・子育て支援給付管理システムの構築を行うための基礎資

料を得るため、市内の子育て世帯を対象としたニーズ調査を行いました。 

調査は、平成 30 年 11 月１日時点の住民基本台帳を用いて、平成 30 年 12 月８日から 12

月 27 日を調査期間とし実施しました。調査の概要は以下のとおりです。 

 

未就学児調査 

 調査対象 小田原市在住の未就学児童の保護者 

調査方法 郵送配布及び回収 

発送数 4,000 通 

※0 歳～5 歳のいる全世帯に送付。複数の未就学児がいる場合に

は、そのうちの一人の子どもに対し調査を実施 

回収数 1,918 通 

回収率 48.0％ 

 

就学児調査 

 調査対象 小学校１年生から 6 年生の児童の保護者 

調査方法 郵送配布及び回収 

発送数 2,000 通 

※小学校 1 年生から 6 年生の各学年から無作為に抽出 

回収数 908 通 

回収率 45.4％ 
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（３）小田原市子どもの生活実態調査の実施 

本市における子どもの生活実態を把握するとともに、子どもの貧困対策推進計画の策定等、子

育て世帯への施策に役立てるため、市内の子ども及び保護者を対象に、生活の状況等に関する調

査を実施しました。調査の概要は以下のとおりです。 

 

調査期間 令和３年（2021 年）10 月 12 日～11 月５日 

調査対象者 (1) 市内の公立学校に通う小学５年生（1,449 人） 

(2) 市内の公立学校に通う中学２年生（1,468 人） 

(3) (1)と(2)の保護者全員（2,917 人） 

(4) 無作為抽出した市内在住の未就学児の保護者（2,000 人） 

調査方法 (1)(2) 児童・生徒    学校を通じて配布・回収 

(3) 児童・生徒の保護者 学校を通じて配布、郵送による回収 

(4) 未就学児の保護者  郵送による配布・回収 

調査項目数 (1)(2) 児童・生徒 小学５年生：31 問、中学２年生：33 問 

(3)(4) 保護者 50 問 

回収数・回収率 (1) 小学５年生 1,346 件（92.9％） 

(2) 中学２年生 1,365 件（93.0％） 

(3)(4) 保護者  2,523 件（51.3％） 
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第２章 子どもと子育てを取り巻く状況 

1．小田原市の現状 

国勢調査や県・市の統計データから、本市の子どもと子育てを取り巻く状況を分析しまし

た。 

 

（１）人口と世帯の状況 

 人口と年少人口の推移 

人口は、平成 31 年現在、190,999 人で微減傾向となっています。年少人口（15 歳未満）は、

平成 31 年現在、21,347 人で平成 22 年より 4,442 人減少しており、年少人口割合は平成 22 年と

比べ 1.8 ポイント減少しています。 
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（神奈川県年齢別人口統計調査：各年 1 月 1 日現在） 
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 世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

世帯数は増加傾向で推移し、令和元年現在、81,748 世帯となっています。一方、一世帯当た

りの人員は減少傾向で推移しており、令和元年現在、2.33 人で核家族化が進行していることが

うかがえます。 
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（小田原市 人口と世帯：各年 10 月 1 日現在） 
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 世帯の家族類型 

国勢調査による家族類型別世帯を見ると、平成 27 年には総世帯数 79,007 世帯の約 59.0％を

核家族世帯が占めています。特に「夫婦のみ」世帯と「女親と子ども」、「男親と子ども」世

帯の増加が顕著になっています。また、その他の親族世帯では、「夫婦、子どもと両親」の世

帯が減少しています。 

（単位：世帯） 

家族類型別世帯数 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

6歳未満親族

のいる世帯 
(27年再掲) 

18 歳未満親

族のいる世帯 
(27年再掲) 

総世帯数 71,379 74,064 77,532 79,007 6,429 17,014 

A 親族世帯 53,716 54,214 54,411 53,932 6,428 16,933 

 Ⅰ核家族世帯 43,512 44,571 45,721 46,460 5,537 13,959 

  1 夫婦のみ 12,847 14,068 15,250 16,280 － － 

  2 夫婦と子ども 24,760 23,779 23,198 22,436 5,243 12,250 

  3 男親と子ども 945 1,049 1,130 1,191 16 164 

  4 女親と子ども 4,960 5,675 6,143 6,553 278 1,545 

 Ⅱその他の親族世帯 10,204 9,643 8,690 7,472 891 2,974 

  5 夫婦と両親 334 337 345 277 － － 

  6 夫婦とひとり親 949 1,083 1,113 984 － － 

  7 夫婦、子どもと両親 2,309 1,951 1,534 1,124 258 799 

  8 夫婦、子どもとひとり親 3,922 3,434 2,871 2,301 274 1,025 

  9 夫婦と他の親族 
（親、子どもを含まない） 

164 173 155 153 2 21 

  10 夫婦、子どもと他の親族 
  （親を含まない） 

640 691 705 674 115 446 

  11 夫婦、親と他の親族 
  （子どもを含まない） 

173 169 124 116 13 20 

  12 夫婦、子ども、親と 
他の親族 

614 529 448 347 154 273 

  13 兄弟姉妹のみ 356 409 458 516 1 3 

  14 他に分類されない親族 
世帯 

743 867 937 980 74 387 

B 非親族世帯 332 492 791 374 1 27 

C 単独世帯 17,331 19,358 22,295 24,584 － 54 

（国勢調査） 
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 ６歳未満の子どものいる世帯の推移 

国勢調査によると、６歳未満の子どものいる世帯は、平成 27 年現在、6,429 世帯で、世帯人

員は 25,927 人、１世帯当たりの世帯人員は約 4.0 人となっています。また、世帯中の６歳未満

の子どもは 8,375 人で減少傾向です。 

（人）             （世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 歳未満の子どものいる世帯の推移 

国勢調査によると、18 歳未満の子どものいる世帯は、平成 27 年現在、17,014 世帯で、世帯

人員は 67,999 人、１世帯当たりの世帯人員は約 4.0 人となっています。また、世帯中の 18 歳

未満の子どもは 28,391 人で減少傾向です。 

（人）             （世帯） 
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 母子世帯の推移 

国勢調査によると母子世帯数は平成 12 年から平成 22 年にかけて増加していますが、平成 27

年は 1,110 世帯となっています。また、母子世帯人員は平成 27 年現在、2,870 人で 1 世帯当た

りの世帯人員は約 2.6 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 父子世帯の推移 

国勢調査によると父子世帯数は、平成 27 年現在、131 世帯で世帯人員は 325 人となってお

り、１世帯当たりの世帯人員は約 2.5 人となっています。 
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（２）少子化の動向 

 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率の推移を見ると、本市では平成 28 年に減少したものの、おおむね横ばい状態

にあります。県平均と比較しても、おおむね同水準となっている状況です。 

 

 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

小田原市 1.29  1.23  1.33  1.24 1.26 1.30 1.22 1.28 

神奈川県 1.31  1.27  1.30  1.31 1.31 1.39 1.36 1.34 

全国 1.39  1.39 1.41  1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 
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（神奈川県衛生統計年報） 
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 出生数の推移 

出生数の推移は、市、県、国ともに減少傾向にありますが、平成 29 年における市の出生数は

平成 28 年と比べ微増となっています。 

 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

小田原市 
(出生数) 

1,534 1,442 1,506 1,365 1,357 1,364 1,250 1,262 
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（人口動態調査・神奈川県衛生統計年報） 
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 未婚率の推移（男性） 

国勢調査によると平成 27 年の男性の未婚率は 20～24 歳が 95.5％、25～29 歳が 73.7％といず

れも平成 22 年と比べると増加しています。 

また、各年齢層において全国よりも高い未婚率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未婚率の推移（女性） 

国勢調査によると平成 27 年の女性の未婚率は 20～24 歳が 91.1％、25～29 歳が 63.0％といず

れも平成 22 年と比べると増加しています。 

また、各年齢層において全国よりも高い未婚率となっています。 
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 年齢別労働力率の推移（男性） 

国勢調査によると平成 27 年の男性の労働力率は、各年齢層において平成 22 年と比べて増加

しています。また、各年齢層とも全国と比べて概ね同水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別労働力率の推移（女性） 

国勢調査によると平成 27 年の女性の労働力率は、各年齢層において平成 22 年と比べて増加

しています。特に 25～29 歳、30～34 歳は約７ポイント増加しております。 

また、各年齢層ともに全国と比べ同水準になっています。 
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◆ 母の年齢階級別出生数の推移  

母の年齢階級別出生数は、30～34 歳が他の階級と比較し最も多くなっています。また、20～

24 歳、25～29 歳、35～39 歳は平成 28 年と比べて増加しています。 

 

 平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 

総数 1,534 1,442 1,506 1,365 1,357 1,364 1,250 1,262 

15 歳未満 － － － － － － － － 

15～19 歳 16 18 17 31 18 27 18 16 

20～24 歳 157 154 158 140 126 115 104 123 

25～29 歳 436 410 446 382 349 343 328 330 

30～34 歳 539 496 496 451 499 513 444 436 

35～39 歳 321 303 311 280 297 285 276 292 

40～44 歳 63 60 73 79 66 79 76 65 

45 歳以上 2 1 5 2 2 2 4 0 
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（神奈川県衛生統計年報） 
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 婚姻数の推移 

  

平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 

婚姻数 995 943 969 910 870 925 851 859 

   婚姻数は、平成 27 年に増えているものの、減少傾向となっています。 

 

 離婚数の推移 

  

平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 

離婚数 365 389 395 341 358 374 333 347 

   離婚数は、平成 22 年度からほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
（神奈川県衛生統計年報） 
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（３）保育環境・教育環境の状況 

 保育所（園）の入所児童数 

入所児童数は、私立保育所は増加傾向、公立保育所が減少傾向となっています。 

平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 平成30 年 平成31 年 

入所児童数 

（私立） 
2,503 2,531 2,620 2,594 2,590 2,615 2,644 2,680 2,738 

入所児童数 

（公立） 
571 562 554 525 500 488 483 468 364 

合計 3,074 3,093 3,174 3,119 3,090 3,103 3,127 3,148 3,102 

（各年４月１日現在 福祉行政報告例第 54 表） 

 

 保育所待機児童数 

平成 29 年度以降減少傾向にあります。 

 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 平成30 年 平成31 年 

0 歳児 3 2 1 2 4 2 2 0 0 

1 歳児 8 11 9 7 6 9 8 8 6 

2 歳児 2 3 5 3 3 3 9 3 2 

3 歳児 4 6 2 6 2 6 5 5 2 

4 歳児以上 2 5 1 1 1 2 0 1 1 

計 19 27 18 19 16 22 24 17 11 

（各年４月１日現在） 

 

 幼稚園の在園児童数 

在園児童数は減少傾向にあります。 

 平成21 年 平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 

園児数 

（私立） 
1,264 1,267 1,280 1,256 1,238 1,174 1,153 1,175 1,181 

園児数 

（公立） 
521 484 482 464 497 480 443 412 365 

合計 1,785 1,751 1,762 1,720 1,735 1,654 1,596 1,587 1,546 

（各年５月１日現在 学校基本調査） 

 

  

(単位：人) 

(単位：人) 

(単位：人) 
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 放課後児童クラブの入所児童数 

入所児童数は、年々増加傾向にあります。 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 

入所児童数 1,166 1,139 1,141 1,212 1,403 1,513 1,557 1,542 1,701 

（各年４月１日現在） 

 

 小学校・中学校の児童・生徒数 

年々減少傾向です。 

 平成22 年 平成23 年 平成24 年 平成25 年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 平成30 年 

小学校 

児童数 
10,635 10,425 10,048 9,866 9,606 9,396 9,255 9,131 9,089 

中学校 

生徒数 
5,108 5,075 5,105 4,999 4,980 4,880 4,857 4,656 4,483 

 

 子どもを対象とした施設の数 

名称 設置数 

保育所 34 

幼稚園 16 

認定こども園 2 

公立小学校 25 

公立中学校 11 

届出保育施設 10 

放課後児童クラブ 41 

街区公園 137 

児童遊園地 53 

         （平成 31 年 4 月現在） 

(単位：箇所) 

(単位：人) 

(単位：人) 

（各年５月１日現在 学校基本調査：公立小中学校の在籍数） 
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２． ニーズ調査の結果概要 

事業計画策定に向けたニーズ調査の結果から、子育て世帯の就労状況やサービスに対するニ

ーズ、小学生の生活状況などについて分析を行いました。 

 

（１） 未就学児調査 

 子育て世帯に対する周囲（親族や友人・知人）の支援の状況 

＜日頃子どもをみてもらえる親族・知人＞ 

「緊急時や用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる」と答えた方が 58.8％と最

も多く、次に「日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる」と答えた方が 25.6％となっ

ており、子育てにおいて祖父母等の親族の

役割が大きいことが分かります。 

一方「いずれもいない」と答えた方が

14.1％となっています。 

 

 

＜子育てのことを気軽に相談できる人がいるか＞ 

「いる／ある」の割合が 90.6％、「いない／ない」 

の割合が 5.4％となっています。 
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＜子育てのことを気軽に相談できる相手＞ 

「祖父母等の親族」と答えた人の割合が

83.1％と最も高く、次に「友人や知人」の割

合が 76.1％、「保育士」の割合が 28.7％と

なっています。 

その他、「かかりつけの医師」の割合が

17.8％、「子育て支援センター、地域子育

てひろば」の割合が 17.3％と高くなってい

ます。 

 

 

＜子育てのことを相談できる相手がいない理由＞ 

「近所に親族や知り合いがいない」と答

えた人の割合が 52.9％と最も高く、次に

「相談することに抵抗感がある」が

35.6％、「相談できる施設や人がわからな

い」の割合が 20.2％となっています。 

 

 

 

 

未就学児を持つ子育て世帯にとっては「祖父母等の親族」、「友人・知人」といっ

た身近な人たちの存在が大変重要になっています。近隣に友人・知人が少ない世帯に

とっては、相談相手の不在が不安感・孤立感につながる可能性があるため、友達づく

りや地域につながるような支援のあり方、環境づくりが必要と考えられます。 

また、保育所、幼稚園、医療機関を始めとする関係機関が、気軽に相談できる体制

を整えていくことも求められています。 

  

≪未就学児世帯に対する周囲の支援≫ 
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 未就学児を持つ子育て世帯の就労状況と今後の就労希望 

＜保護者の現在の就労状況＞ 

【父親】 【母親】 

父親については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」と答え

た人が、92.7％と最も多くなっています。 

母親については、「以前は就労していたが、現在は就労していない」と答えた人が 37.7％と

最も多く、次に「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 27.2％、

「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が 17.8％となっ

ています。 

＜子どもの年齢別 就労状況（母親）＞ 
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0～1歳

3.9%

2～3歳

31.1%

4～5歳

27.8%

6～7歳

26.9%

8～9歳

3.9%

10～11歳

2.7%

12歳以上

2.7%

無回答

0.9%

子どもが０歳児の場合は就労していない人が５割以上ですが、子どもの年齢が上がるに連れ

て、就労をしている人の割合が増えていきます。就労形態としては、パート・アルバイト等が

年齢の上昇につれ増えていきます。 

 

＜現在非就労の場合の今後の就労希望（母親）＞ 

「１年より先の時期に、一番下の子ども

が□□歳になったころに就労したい」の割

合が 44.1％と最も高く、次に「すぐにで

も、もしくは１年以内に就労したい」が

19.7％となっており、現在は就労していな

い人も、６割以上の人が潜在的に就労希望

を持っていることが分かります。 

 

＜子どもが何歳になったときに就労したいか（母親）＞ 

「一番下の子どもが□□歳になったころ

に就労したい」と回答した人について、子

どもが何歳になったら就労したいと考えて

いるかを見ると、「２～30 歳」の 31.1％と

最も多く、次に「６～７歳」が 26.9％とな

っています。 
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＜年齢別就労希望（母親）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一番下の子どもが□□歳になったころに就労したい」と回答した人が最も多く、その中で

も一番下の子どもが３歳になったら就労したいが 53.1％、次いで１歳になったら就労したいが

51.4％となっています。 

一方、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」と回答した人については、２歳が

27.0％、次いで０歳が 22.7％となっています。 

 

 

 

 

父親は９割以上がフルタイムで就労しているのに対し、フルタイムで就労している

母親は約４割で、半数以下となっています。 

現在就労していない母親は 37.7％と多いものの、「子どもが何歳になったときに

就労したいか」という質問に対しては、２～３歳が 31.1％、次いで４歳～５歳が

27.8％となっており、子どもが小さいうちから就労を希望するが多いなど、就労のタ

イミングとして「小学校の入学」、「３年保育での幼稚園、保育園の入園」を考えて

いる人が多く見られます。 

  

≪未就学児世帯の就労状況と就労希望≫ 
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 現在の教育・保育の利用状況と今後の利用希望 

＜教育・保育の利用状況と利用先＞ 

「利用している」と回答した人が 68.6％

となっており、半数以上の人が利用してい

ます。 

 

 

 

「利用している」と回答した人のうち、

「私立保育園」と回答した人が 36.0％と最

も多く、次に「私立幼稚園」の 22.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 



24 

＜子どもの年齢別 教育・保育の利用状況＞（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的に利用している教育・保育事業を年齢別でみると、他の年齢に比べ、１歳と２歳で

「私立保育園」の割合が、３歳以上で高くなっていますが、「市立保育園」はすべての年齢で 

20％前後です。また、０歳児では、「小規模保育事業」の割合が 12.5％、「事業所内保育施設

または企業主導型保育事業」の割合が 13.9％と他の年齢に比べ、高くなっています。 

＜現在、教育・保育を利用していない理由＞ 

「子どもがまだ小さいため（□□歳くら

いになったら利用しようと考えている）」

と回答した人の割合が 48.5％と最も高くな

っており、次に「(お子さんの教育や発達の

ため、父母が就労していないなどの理由で)

利用する必要がない」の割合が 40.6％とな

っています。 
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＜教育・保育を利用させたいと考えている子どもの年齢＞ 

「子どもがまだ小さいため（□□歳くら

いになったら利用しようと考えている）」

と答えた人について、子どもの年齢が何歳

になったら利用したいと考えているかを見

ると、「３歳」と答えた人の割合が 54.8％

と最も高く、次に「４歳」の 16.9％、「１

歳」の 13.1％となっています。 

 

＜今後の教育・保育の利用希望＞ 

現在の利用状況にかかわらず、今後の教

育・保育の利用希望を聞くと、「市立保育

園」と答えた人が 37.1％と最も高く、次に

「私立保育園」が 36.6％となっています。 

また、「私立幼稚園」を希望する人が

33.1％、その他にも「市立幼稚園」が

22.5％、「私立幼稚園+預かり保育」が

21.4％となっており、幼稚園の利用希望者

も多い結果となっています。 
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＜子どもの年齢別 今後の教育・保育の利用希望＞（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用したい教育・保育を子どもの年齢別で見ると、「市立保育園」及び「私立保育園」は年

齢が上がるにつれ、割合が低くなる傾向が見られます。また、「私立幼稚園」の利用意向は、

年齢による差はありませんが、「市立幼稚園」の利用意向は０歳と１歳で他の年齢に比べて高

くなっています。 

＜就労形態別 今後の教育・保育の利用希望（母親）＞（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用したい教育・保育事業を母親の就労状況別でみると、「フルタイム」、「パート・アル

バイト等」で「市立保育園」及び「私立保育園」の割合が高く、「就労していない」で「市立

幼稚園」及び「私立幼稚園」の割合が高くなっています。 
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現在の教育・保育の利用状況を見ると、総数では私立保育園が最も多く、次いで私

立幼稚園が多くなっています。 

一方、今後の利用希望を見ると、市立保育園を希望する人が多くなっており、０歳

からの利用を希望する人が私立保育園も含め多くなっています。これは、母親が就労

開始を希望する時期が早くなっていることに関連し、教育・保育の利用を検討する世

帯が多いことがわかります。 

  

≪未就学児世帯の教育・保育の利用状況と利用希望≫ 
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 子育て支援センターの利用状況と利用希望 

＜子育て支援センター・地域子育てひろばの利用状況＞ 

全未就学児で集計すると「利用していな

い」と回答した人が 61.4％と最も多く、次

に「子育て支援センター」が 35.4％、「地

域子育てひろば」が 12.6％となっていま

す。 

 

 

 

＜子どもの年齢別 子育て支援センター・地域子育てひろば利用状況＞ 

年齢別で見ると、子育て支援センター、地域子育てひろばとも２歳以下で利用が多いことが

分かります。子育て支援センターは０歳をピークに２歳に向けて利用者が減少しているのに対

し、地域子育てひろばは２歳が最も高くなっています。 
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＜今後の子育て支援センター・地域子育てひろばの利用希望＞ 

「新たに利用したり、利用日数を増やし

たいとは思わない」が 59.6％と最も高くな

っていますが、「利用していないが、今後

利用したい」の割合が 20.3％、「すでに利

用しているが、今後利用日数を増やした

い」の割合が 16.8％となっており、一定の

潜在ニーズが見込まれます。 

子育て支援センターや地域子育てひろばは、出産後から２歳ごろまでの保育所・幼

稚園の利用開始までの期間の利用が中心であり、当該の年齢層ではおよそ半数の世帯

が利用しています。ここには、母親が就労している世帯も含まれているため、在宅の

子育て世帯の利用状況は更に上がるものと思われます。 

現在利用していない世帯の潜在的ニーズも見られるので、今後も利用増が見込まれ

ます。 

  

≪子育て支援センターの利用状況と利用希望≫ 
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 子育て世帯から求められているサービス 

＜子育てに必要なサービスは何か＞（複数回答） 

「子どもを遊ばせる場や機会の提供」の

割合が 50.3％と最も高く、半数以上の人が

必要であると答えています。次に「経済的

な支援」の割合が 42.0％、「教育・保育施

設の充実」の割合が 33.5％となっていま

す。 

 

「教育・保育施設の充実」と関連する内

容として、「仕事と子育ての両立のための

施策」も 32.1％と比較的高くなっており、

これは経済的な支援とも関係しているもの

と思われます。 

 

「道路や交通機関など子育てしやすい生

活環境の整備」も 23.8％と比較的高く、子

どもを連れての移動など、日常生活に関連

する課題に対しても一定のニーズがあるも

のと思われます。 

 

「親の不安や悩みの相談」、「子育てに

関する総合的な情報提供」、「親同士の仲

間づくりの場や機会の提供」はそれぞれ 13

～20％程度ですが、合わせると 45％を超え

る高いニーズがあることから、子育てに関

する総合的なサポートが必要とされている

ことが分かります。 

 

 

子育て世帯から求められるサービスとしては、大別すると「子どもの遊び環境」、

「経済的支援」、「教育・保育の環境」、「仕事と子育ての両立」、「子育てしやす

い日常の生活環境」、「相談などの保護者に対する支援」に大きなニーズがあること

が分かります。 

子育てしやすい環境の整備には、これらのニーズを中心にバランス良く対応してい

くことが必要と考えます。 

≪未就学児世帯から求められているサービス≫ 
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（２） 就学児調査（小学校１年生～３年生） 

 就学児を持つ子育て世帯の就労状況と今後の就労希望 

＜保護者の現在の就労状況＞ 

【父親】      【母親】 

 

 

 

 

 

 

 

父親については、「就労している」が 95.2％で最も高くなっています。 

母親については、「就労している」が 72.2％と最も高いものの、「以前は就労していたが、

現在は就労していない」の割合が 20.4％と高くなっています。 

 

 

＜現在非就労の場合の今後の就労希望（母親）＞ 

「子どもが大きくなったら就労したい」

の割合が 45.8％と最も高く、次に「就労希

望はあるが、時間や場所などの条件が合う

仕事が見つからない」の割合が 23.1％とな

っています。 

「就労希望はない」の割合は 13.8％とな

っています。 

 

 

 

 

母親の就労状況は、未就学児の 58.2％（フルタイム、パートの区別なく、育児休

業中を含む）に比べて高くなっています。また母親が非就労の場合の「就労希望はな

い」と回答する人は未就学児よりも少なくなっており（未就学児は 19.1％）、全体

として未就学児の世帯よりも、就労している人あるいは就労を希望する人が多いこと

が分かります。 

≪就学児世帯の就労状況と就労希望≫ 
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 平日の放課後の小学生の過ごし方 

＜平日の放課後に何をして過ごしているか＞ 

【14 時～16 時】  

 

14 時～16 時の時間帯では、「小学校

にいる（下校前である）」の割合が

57.9％と最も高く、次に「自宅等で保

護者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一

緒にいる」の割合が 12.6％、「放課後

児童クラブ（片浦小に通学のかたは放

課後子ども教室）を利用している」の

割合が 11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



33 

【16 時～18 時】 

 

16 時～18 時の時間帯では、「自宅等で保

護者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒に

いる」の割合が 33.8％と最も高く、次に

「習い事や学習塾に行っている」の割合が

28.6％、「放課後児童クラブ（片浦小に通

学のかたは放課後子ども教室）を利用して

いる」の割合が 11.7％となっています。こ

の時間帯は、ほぼすべての小学生が下校し

ており、放課後の過ごし方の特徴が表れて

います。 
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【18 時～20 時】 

18 時～20 時の時間帯では、「自宅等で保

護者や兄弟姉妹、祖父母等の家族と一緒に

いる」の割合が 85.5％とほとんどの小学生

が家族と過ごしており、ほかの過ごし方を

している小学生としては、「習い事や学習

塾に行っている」が 8.4％となっています。 

 

放課後の過ごし方では、14 時～16 時は「小学校にいる（下校前である）」が最も多

く、16 時以降は「自宅で家族と過ごす」が最も多くなっています。それ以外で多いの

は「習い事や塾に行っている」と「放課後児童クラブ（または放課後子ども教室）で

過ごしている」となっています。 

「放課後児童クラブ（または放課後子ども教室）で過ごしている」は、「14 時～16

時」、「16 時～18 時」いずれの時間帯も１割強を占めており、小学生の居場所として

一定の役割を果たしています。 

 

 

 

 

≪平日放課後の小学生の過ごし方≫ 
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 放課後子ども教室の参加希望 

＜放課後子ども教室の参加希望＞ 

「どちらともいえない」の割合が 48.6％

と最も高く、次いで「参加させたい」の割

合が 28.7％となっています。 

  

 

 

 

 

 

＜放課後子ども教室に参加させたい理由＞ 

「宿題や勉強を見てくれるから」の割合

が 67.8％と最も高く、次いで「学校内で開

設しているので安心だから」が 66.3％、

「体験活動をさせてみたいから」の割合が

54.4％となっています。 
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＜放課後子ども教室に参加させたくない、どちらともいえないと考える理由＞ 

「活動内容がわからない」の割合が

37.4％と最も高く、次いで「習い事等で参

加できない」の割合が 30.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室への参加については、宿題や勉強のサポートに加え、学校内で開

設しているという安心感を理由に参加させたいと答える人が多いものの、「活動内容

がわからない」という答えた人が多いことから、十分に認知されていないことがわか

ります。 

  

≪放課後子ども教室への参加希望≫ 
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 小学生が放課後を過ごす環境 

＜小学生が放課後を過ごす環境として何を望むか（複数回答）＞ 

「保護者の就労の有無に関わらず、様々

な体験をしながら時間を過ごせる場や機会

の提供」の割合が 43.8％と最も高く、次に

「街区公園などの身近な遊び場の整備」の

割合が 42.4％、「子どもが自らの発想のも

とに自由に遊べる遊び場の整備」の割合が

31.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊び場や体験の機会の提供といったニーズが上位を占めていることから、家庭生活

や学校の授業の中だけでは得られない経験を大切にしたい、と考えている保護者が多

いことが分かります。 

また、放課後児童クラブや放課後子ども教室の拡充、地域における支援者の増加、

身近な居場所の提供というニーズも一定の割合となっており、バランス良く環境作り

を進めていくことが必要になっています。 

 

≪小学生が放課後を過ごす環境に望むこと≫ 
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３． 生活実態調査の結果概要 

 

調査結果 小学５年生・中学２年生 

 

 

（１）あなたは、自分の健康状態についてどう感じていますか。〈単一回答〉 

 

自分の健康状態について、小学５年生では「ふつう」が 47.8％で最も高く、次いで、「良い」が

32.2％、「どちらかといえば良い」が 11.0％となっています。中学２年生でも同様の傾向がみられ、

「ふつう」が 50.3％、「良い」が 28.4％、「どちらかといえば良い」が 9.9％となっています。 

 

■小学５年生 

 

 

■中学２年生 

 

  

32.2 11.0 47.8 6.1 

1.5 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=1,346)

良い どちらかといえば良い ふつう どちらかといえば悪い 悪い 無回答

28.4 9.9 50.3 8.4 

2.1 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=1,365)

良い どちらかといえば良い ふつう どちらかといえば悪い 悪い 無回答
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（２）あなたは週にどのくらい、食事をしていますか。〈単一回答〉 

 

朝ご飯、夕ご飯、夏休みや冬休みなどの期間の昼食を週にどのくらい食べるかについては、小学５

年生、中学２年生ともに「毎日食べる（週７日）」が最も高くなっています。 

また、「週１～２日、ほとんど食べない」の割合をみると、［朝ご飯］は小学５年生が 4.2％、中学

２年生が 7.0％、［夕ご飯］は小学５年生、中学２年生ともに 0.2％、［夏休みや冬休みなどの期間の

昼食］は小学５年生が 1.1％、中学２年生が 1.4％となっています。 

 

■小学５年生 

 

 

■中学２年生 

 

  

83.7 

95.2 

87.0 

9.0 

1.9 

7.2 

1.6 

0.4 

1.9 

4.2 

0.2 

1.1 

1.4 

2.4 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A 朝ご飯

B 夕ご飯

C 夏休みや冬休み

などの期間の昼食

n=1,346

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日 週１～２日、ほとんど食べない 無回答

72.6 

93.9 

78.8 

15.8 

4.2 

14.7 

4.2 

0.6 

4.4 

7.0 

0.2 

1.4 

0.4 

1.0 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A 朝ご飯

B 夕ご飯

C 夏休みや冬休み

などの期間の昼食

n=1,365

毎日食べる（週７日） 週５～６日 週３～４日 週１～２日、ほとんど食べない 無回答
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（３）あなたは、ふだん学校の授業以外で、どのように勉強をしていますか。〈複数回答〉 

※勉強には学校の宿題もふくみます。 

 

学校の授業以外での勉強方法について、小学５年生では「自分で勉強する」が 80.8％で最も高く、

次いで、「家の人に教えてもらう」が 54.5％、「学習塾で勉強する」が 30.8％となっています。中

学２年生では「自分で勉強する」が 74.1％で最も高く、次いで、「学習塾で勉強する」が 57.1％、

「家の人に教えてもらう」が 29.3％となっています。 

 

■小学５年生 

 

 

■中学２年生 

 

80.8 

30.8 

1.3 

0.2 

54.5 

20.0 

9.7 

2.7 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分で勉強する

学習塾で勉強する

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

全体(n=1,346)

74.1 

57.1 

1.5 

1.8 

0.2 

29.3 

23.8 

4.8 

6.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分で勉強する

学習塾で勉強する

学校の補習を受ける

家庭教師に教えてもらう

地域の人などが行う無料の勉強会に参加する

家の人に教えてもらう

友達と勉強する

その他

学校の授業以外で勉強はしない

無回答

全体(n=1,365)
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（４）あなたは、将来、どの段階まで進学したいですか。〈単一回答〉 

 

将来の進学希望について、小学５年生では「大学・短大・専門学校まで」が 58.1％で最も高く、

次いで、「高校まで」が 22.8％、「わからない」が 15.6％となっています。中学２年生では「大学

またはそれ以上」が 45.8％で最も高く、次いで、「短大・高専・専門学校まで」が 18.2％、「高校

まで」が 17.7％となっています。 

 

■小学５年生 

 

 

■中学２年生 

 

 

  

1.5 22.8 58.1 15.6 2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=1,346)

中学まで 高校まで 大学・短大・専門学校まで わからない 無回答

0.7 17.7 18.2 45.8 16.1 1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=1,365)

中学まで 高校まで 短大・高専・専門学校まで

大学またはそれ以上 まだわからない 無回答
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（５）あなたに困っていることや悩んでいることがあるとき、だれかに話したり相談したりしますか。

電話やメール、LINE などで相談することもふくめて考えてください。〈複数回答〉 

 

困っていることや悩んでいることがあるときの相談相手について、小学５年生では「親」が 52.7％

で最も高く、次いで、「学校の友だち」が 36.8％、「兄弟姉妹」が 15.7％となっています。中学２

年生では「学校の友だち」が 52.8％で最も高く、次いで、「親」が 42.6％、「誰にも相談できない・

相談したくない」が 17.3％となっています。 

なお、小学５年生の「誰にも相談できない・相談したくない」の割合をみると、13.1％となって

います。 

 

■小学５年生 

 

  

52.7 

15.7 

8.4 

14.5 

36.8 

9.1 

1.0 

2.6 

1.3 

13.1 

24.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

親

兄弟姉妹

祖父母や親せきなど

学校の先生

学校の友だち

学校外の友だち

スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーなど

その他の大人（学習塾・習い事の

先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

誰にも相談できない・相談したくない

無回答

全体(n=1,346)
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■中学２年生 

 

  

42.6 

13.1 

4.8 

11.4 

52.8 

13.8 

1.1 

3.7 

6.0 

17.3 

15.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

親

兄弟姉妹

祖父母や親せきなど

学校の先生

学校の友だち

学校外の友だち

スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーなど

その他の大人（学習塾・習い事の

先生、地域の人など）

ネットで知り合った人

誰にも相談できない・相談したくない

無回答

全体(n=1,365)
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（６）あなたは、次のことをどれくらいしますか。〈単一回答〉 

 

Ａ～Ｇの項目の実施頻度について、「ほぼ毎日２時間以上」と「ほぼ毎日１～２時間」を合わせた

『実施頻度が高い』の割合をみると、小学５年生、中学２年生ともに［テレビを見る・インターネッ

トを利用する］が最も高く、それぞれ 75.1％、86.3％となっており、次いで、「ゲーム（オンライ

ンゲームをふくむ）で遊ぶ」がそれぞれ 55.7％、51.1％となっています。 

また、家庭内に関する項目の『実施頻度が高い』の割合をみると、［家事（食事作りやそうじ、せ

んたくなど）］は小学５年生が 16.1％、中学２年生が 12.6％、［兄弟姉妹などの世話］は小学５年

生が 16.6％、中学２年生が 10.2％、［病気の家族・祖父母の世話］は小学５年生が 3.5％、中学２

年生が 1.5％となっています。 

 

■小学５年生 

 

  

28.4 

45.5 

7.0 

5.6 

7.0 

11.0 

1.9 

27.3 

29.6 

9.0 

3.4 

9.1 

5.6 

1.6 

14.1 

13.7 

18.0 

2.9 

17.8 

9.1 

2.1 

9.8 

4.7 

15.8 

12.3 

18.8 

5.6 

2.3 

8.7 

2.1 

18.4 

30.5 

26.8 

7.2 

6.2 

10.6 

2.3 

29.5 

42.6 

18.5 

57.1 

78.8 

1.0 

2.2 

2.4 

2.7 

1.9 

4.5 

7.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A ゲーム（オンライン

ゲームをふくむ）で

遊ぶ

B テレビを見る・

インターネットを

利用する

C 読書をする（教科書・

参考書、マンガ・

雑誌をのぞく）

D 公園で遊ぶ

E 家事（食事作りや

そうじ、せんたく

など）

F 兄弟姉妹などの

世話

G 病気の家族・祖父母

の世話

n=1,346

ほぼ毎日２時間以上 ほぼ毎日１～２時間 ほぼ毎日１時間以下 １週間に３～５日

１週間に１～２日 ぜんぜんしない 無回答
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■中学２年生 

 

  

28.8 

57.9 

5.3 

1.5 

5.6 

5.7 

0.8 

22.3 

28.4 

6.7 

1.5 

7.0 

4.5 

0.7 

9.5 

8.7 

19.9 

1.2 

20.1 

6.9 

1.7 

10.5 

2.3 

16.6 

6.4 

20.6 

5.7 

1.8 

9.5 

0.7 

18.2 

17.7 

25.3 

7.4 

4.3 

18.3 

1.2 

31.9 

70.3 

20.2 

64.0 

82.6 

1.0 

0.8 

1.3 

1.5 

1.2 

5.7 

8.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A ゲーム（オンライン

ゲームをふくむ）で

遊ぶ

B テレビを見る・

インターネットを

利用する

C 読書をする（教科書・

参考書、マンガ・

雑誌をのぞく）

D 公園で遊ぶ

E 家事（食事作りや

そうじ、せんたく

など）

F 兄弟姉妹などの世話

G 病気の家族・祖父母

の世話

n=1,365

ほぼ毎日２時間以上 ほぼ毎日１～２時間 ほぼ毎日１時間以下 １週間に３～５日

１週間に１～２日 ぜんぜんしない 無回答
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（７）あなたは、次のような場所を利用したことがありますか。また、利用したことはない場合、今後、

利用したいと思いますか。〈単一回答〉 

 

Ａ～Ｈの場所の利用経験や利用意向について、「利用したことがある」の割合をみると、小学５年

生、中学２年生ともに［休日を過ごすことができる場所］［木登りなど、子どもが自由に遊べる公園］

［家で勉強できないとき、静かに勉強ができる場所］の割合が高くなっています。 

また、上記３項目以外で利用意向が高い場所として、「あれば利用したいと思う」の割合をみると、

小学５年生では［無料で勉強を見てくれる場所］が 29.0％、［食事はないが、地域の大人が中心に

なって、昔遊びや季節の行事を行っている、子どもが自由に参加できる場所］が 28.6％、［夕ご飯

を無料か安く食べることができる場所（子ども食堂など）］が 26.9％となっています。中学２年生

では［無料で勉強を見てくれる場所］が 39.2％、［夕ご飯を無料か安く食べることができる場所（子

ども食堂など）］が 24.8％、［なんでも相談できる場所（電話やインターネットの相談をふくむ）］

が 20.1％となっています。 

 

■小学５年生 

 

  

9.1 

18.3 

5.6 

9.5 

31.3 

14.7 

2.4 

3.0 

16.0 

21.0 

26.9 

28.6 

32.8 

40.4 

29.0 

22.9 

41.5 

32.6 

34.8 

30.3 

17.4 

21.0 

35.6 

36.0 

27.9 

21.8 

26.4 

25.9 

12.6 

17.9 

27.0 

31.6 

5.4 

6.4 

6.2 

5.7 

5.9 

5.9 

6.0 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A （自分や親せき、友だちの家以外で）

平日の放課後に夜までいることが

できる場所

B （自分や親せき、友だちの家以外で）

休日を過ごすことができる場所

C （自分や親せき、友だちの家以外で）

夕ご飯を無料か安く食べることが

できる場所（子ども食堂など）

D 食事はないが、地域の大人が中心に

なって、昔遊びや季節の行事を行って

いる、子どもが自由に参加できる場所

E 木登りなど、子どもが自由に遊べる

公園

F 家で勉強できないとき、静かに勉強が

できる場所

G 無料で勉強を見てくれる場所

H （家や学校以外で）なんでも相談

できる場所（電話やインターネットの

相談をふくむ）

n=1,346

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない 今後利用したいかどうかわからない

無回答
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■中学２年生 

 

  

16.3 

24.2 

5.2 

8.2 

28.6 

26.8 

4.9 

4.2 

18.2 

25.1 

24.8 

17.5 

19.9 

38.2 

39.2 

20.1 

36.1 

26.9 

35.2 

40.6 

27.8 

15.5 

27.6 

36.3 

26.3 

20.5 

31.4 

30.2 

20.3 

16.3 

25.0 

36.0 

3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A （自分や親せき、友だちの家以外で）

平日の放課後に夜までいることが

できる場所

B （自分や親せき、友だちの家以外で）

休日を過ごすことができる場所

C （自分や親せき、友だちの家以外で）

夕ご飯を無料か安く食べることが

できる場所（子ども食堂など）

D 食事はないが、地域の大人が中心に

なって、昔遊びや季節の行事を行って

いる、子どもが自由に参加できる場所

E 木登りなど、子どもが自由に遊べる

公園

F 家で勉強できないとき、静かに勉強が

できる場所

G 無料で勉強を見てくれる場所

H （家や学校以外で）なんでも相談

できる場所（電話やインターネットの

相談をふくむ）

n=1,365

利用したことがある あれば利用したいと思う

今後も利用したいと思わない 今後利用したいかどうかわからない

無回答
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（７）で１つでも「利用したことがある」と答えた方にお聞きします。 

（８）そこを利用したことで、次のような変化がありましたか。〈複数回答〉 

 

（７）のＡ～Ｈの場所を利用したことによる変化について、小学５年生では「生活の中で楽しみな

ことが増えた」が 38.0％で最も高く、次いで、「友だちが増えた」が 32.6％、「特に変化はない」

が 29.5％となっています。中学２年生では「特に変化はない」が 33.3％で最も高く、次いで、「友

だちが増えた」が 30.2％、「生活の中で楽しみなことが増えた」が 26.4％となっています。 

 

■小学５年生 

 

 

■中学２年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.6 

17.6 

38.0 

28.0 

10.4 

18.5 

15.5 

9.4 

29.5 

4.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間が増えた

栄養やバランスの良い食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答

全体(n=671)

30.2 

15.7 

26.4 

22.5 

4.0 

19.3 

23.1 

6.2 

33.3 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

友だちが増えた

気軽に話せる大人が増えた

生活の中で楽しみなことが増えた

ほっとできる時間が増えた

栄養やバランスの良い食事をとれることが増えた

勉強がわかるようになった

勉強する時間が増えた

その他

特に変化はない

無回答

全体(n=724)
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調査結果 保護者 

 

 

（１）あなたとお子さんの健康状態を教えてください。〈単一回答〉 

 

回答者（あなた）の健康状態については、「よい」が 64.2％で最も高く、次いで、「普通」が 16.7％、

「まあよい」が 14.9％となっています。 

また、お子さんの健康状態については、「よい」が 80.7％で最も高く、次いで、「まあよい」が

9.2％、「普通」が 9.1％となっています。 

 

  

64.2 

80.7 

14.9 

9.2 

16.7 

9.1 

3.7 

0.8 

0.3 

0.0 

0.2 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A あなたの健康状態

B お子さんの健康状態

n=2,523

よい まあよい 普通 あまりよくない よくない 無回答



50 

（２）お子さんの親の就労状況について教えてください。〈単一回答〉 

 

Ａ 母親 

母親の就労状況については、「パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員」が 34.9％で最も高く、

次いで、「正社員・正規職員・会社役員」が 30.5％、「働いていない（学生、専業主婦、主夫を含む）」

が 23.7％となっています。 

 

 

 

Ｂ 父親 

父親の就労状況については、「正社員・正規職員・会社役員」が 79.7％で最も高く、次いで、「自

営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）」が 10.0％、「いない、わからない」が 2.5％

となっています。 

 

  

30.5 3.8 34.9 6.1 23.7 0.5 0.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=2,523)

正社員・正規職員・会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）

働いていない（学生、専業主婦、主夫を含む）

いない、わからない

無回答

79.7 

1.0 

1.5 10.0 

0.9 

2.5 4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=2,523)

正社員・正規職員・会社役員

嘱託・契約社員・派遣職員

パート・アルバイト・日雇い・非常勤職員

自営業（家族従業者、内職、自由業、フリーランスを含む）

働いていない（学生、専業主婦、主夫を含む）

いない、わからない

無回答
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（２）で「働いていない」と選んだ方にお聞きします。 

（３）働いていない主な理由を教えてください。〈単一回答〉 

 

Ａ 母親 

母親が働いていない主な理由については、「子育てを優先したいため」が 57.5％で最も高く、次

いで、「働きたいが、希望する条件の仕事がないため」が 10.7％、「働きたいが、子どもの預け先が

ないため」が 9.5％となっています。 

 

 

 

Ｂ 父親 

父親が働いていない主な理由については、「自分の病気や障がいのため」が 43.5％で最も高く、

次いで、「働きたいが、希望する条件の仕事がないため」「その他の理由」がそれぞれ 8.7％、「子育

てを優先したいため」「働きたいが、子どもの預け先がないため」がそれぞれ 8.7％となっています。 

 

  

10.7 

57.5 

3.0 

4.2 

1.0 

9.5 

8.2 

5.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

子育てを優先したいため

家族の介護・介助のため

自分の病気や障がいのため

通学しているため

働きたいが、子どもの預け先がないため

その他の理由

無回答

全体(n=597)

8.7 

4.3 

0.0 

43.5 

0.0 

4.3 

8.7 

30.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

働きたいが、希望する条件の仕事がないため

子育てを優先したいため

家族の介護・介助のため

自分の病気や障がいのため

通学しているため

働きたいが、子どもの預け先がないため

その他の理由

無回答

全体(n=23)
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（４）ご家庭では、お子さんと一緒に過ごす時間が取れていると思いますか。〈単一回答〉 

 

お子さんと一緒に過ごす時間が取れていると思うかについては、「十分ではないが、取れている」

が 45.5％で最も高く、次いで、「十分に取れている」が 32.0％、「仕事が忙しく、あまり取れてい

ない」が 10.1％となっています。 

また、「十分に取れている」と「十分ではないが、取れている」を除いた選択肢を合わせた『取れ

ていない』は 21.7％となっています。 

 

  

32.0 

45.5 

10.1 

3.8 

4.2 

1.8 

0.8 

1.0 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

十分に取れている

十分ではないが、取れている

仕事が忙しく、あまり取れていない

仕事ではないが、家事などが忙しく、

あまり取れていない

習い事や部活などで子どもが忙しく、

あまり取れていない

子どもが親を避けがちになり、

あまり取れていない

時間を作ろうとしていないので、

あまり取れていない

取れていない

無回答

全体(n=2,523)
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（５）あなたは次に挙げる事柄で頼れる相手はいますか。〈単一回答〉 

 

Ａ～Ｄの事柄で頼れる相手がいるかについては、すべての事柄において「頼り先がある」の割合が

最も高くなっています。 

また、「頼り先はない」の割合をみると、［家事や、病気の家族、祖父母などの世話］が 19.2％で

最も高く、次いで、［いざという時のお金の援助］が 14.6％、［重要な事柄の相談］が 7.1％となっ

ています。 

 

 

 

  

88.4 

87.0 

66.0 

72.1 

6.3 

7.1 

14.6 

19.2 

4.7 

5.2 

18.7 

7.5 

0.6 

0.8 

0.6 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A 子育てに関する相談

B 重要な事柄の相談

C いざという時のお金の

援助

D 家事や、病気の家族、

祖父母などの世話

n=2,523

頼り先がある 頼り先はない そのことでは人に頼らない 無回答
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（５）のいずれかで「頼り先がある」を選んだ方にお聞きします。 

（６）それはどのような方ですか。〈複数回答〉 

 

（５）のＡ～Ｄの事柄に関する頼り先については、「配偶者・パートナー」が 80.5％で最も高く、

次いで、「兄弟姉妹・その他の親戚」が 65.2％、「友人・知人」が 43.2％となっています。 

 

  

80.5 

9.2 

65.2 

43.2 

9.1 

15.2 

16.3 

0.9 

1.1 

5.9 

5.0 

8.3 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者・パートナー

子ども

兄弟姉妹・その他の親戚

友人・知人

近所の人

保育園や幼稚園、学校の先生

職場の人

民生委員・児童委員

民間の支援団体

相談・支援機関や福祉の人

インターネットやＳＮＳ

その他

無回答

全体(n=2,354)
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（７）これまでの子育ての中で、次のようなことがあったり、思ったりしたことはありますか。 

〈単一回答〉 

 

これまでの子育ての中でＡ～Ｍのようなことがあったり、思ったりしたことがあるかについて、

「あてはまる」と「ややあてはまる」を合わせた『該当』の割合をみると、［しつけのためよく厳し

く叱ってしまった］が 48.2％で最も高く、次いで、［子どもにあたってしまった］が 43.5％、［子

どもを育てるために我慢している］が 30.9％となっています。 

 

  

6.3 

10.3 

11.7 

1.8 

2.7 

6.6 

8.0 

7.4 

0.6 

3.4 

4.8 

0.4 

3.4 

8.2 

33.2 

36.5 

7.6 

8.1 

22.3 

22.9 

19.2 

2.3 

8.8 

11.6 

2.0 

4.3 

8.0 

26.6 

24.1 

17.6 

14.6 

25.6 

25.8 

24.8 

9.7 

10.1 

19.1 

13.0 

6.9 

68.9 

21.9 

19.6 

65.0 

66.2 

37.7 

34.8 

40.2 

79.2 

67.9 

56.2 

75.9 

76.2 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

0.7 

0.3 

0.9 

0.6 

0.5 

1.8 

0.5 

1.0 

1.5 

7.8 

7.6 

7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.6 

7.8 

7.7 

8.0 

7.8 

7.7 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A （元）配偶者（またはパートナー）

に暴力（無視や暴言などの精神的

暴力も含む）をふるわれた

B 子どもにあたってしまった

C しつけのためよく厳しく叱って

しまった

D 子どもに行き過ぎた体罰を与えて

しまった

E わが子を虐待しているのではない

か、と思い悩んだことがある

F 子どもがわずらわしくイライラした

G 子どもを育てるために我慢

している

H 育児から解放されたいと思った

I 育児放棄になった時期がある

J 出産や育児でうつ病（状態）に

なってしまった

K 自分ひとりで育てているという

孤独感を感じる

L 自分は育児にはあまり関心がない

M 自殺を考えたことがある

n=2,523

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない わからない 無回答
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（８）お子さんは将来、どの段階まで進学すると思いますか。〈単一回答〉 

 

お子さんの進学に関する理想的な段階については、「大学以上」が 69.1％で最も高く、次いで、

「短大・専門」が 13.5％、「わからない」が 9.9％となっています。 

また、現実的な段階については、「大学以上」が 42.2％で最も高く、次いで、「わからない」が

27.9％、「短大・専門」が 14.5％となっています。 

「大学以上」の割合をみると、理想的な段階に対して現実的な段階は、26.9 ポイント低くなって

います。 

 

 

 

 

（８）で「Ａ 理想的な段階」と「Ｂ 現実的な段階」に違いがある方にお聞きします。 

（９）その理由は何ですか。〈複数回答〉 

 

お子さんの進学に関して理想的な段階と現実的な段階に違いがある理由については、「家庭の経済

的な状況から考えて」が 32.2％で最も高く、次いで、「お子さんの学力から考えて」が 31.5％、「そ

の他」が 22.8％となっています。 

 

 

0.2 

0.7 

5.9 

12.7 

13.5 

14.5 

69.1 

42.2 

9.9 

27.9 

1.3 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A 理想的な段階

B 現実的な段階

n=2,523

中学 高校 短大・専門 大学以上 わからない 無回答

10.7 

9.9 

31.5 

32.2 

22.8 

13.5 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

お子さんが希望しているから

一般的な進路だと思うから

お子さんの学力から考えて

家庭の経済的な状況から考えて

その他

特に理由はない

無回答

全体(n=901)
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（１０）あなたは、現在の生活をどのように感じていますか。〈単一回答〉 

 

現在の生活の感じ方については、「どちらでもない」が 37.9％で最も高く、次いで、「ややゆとり

がある」が 22.6％、「やや苦しい」が 18.5％となっています。 

なお、「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた『ゆとりあり』は 31.9％なのに対し、

「やや苦しい」と「苦しい」を合わせた『ゆとりなし』は 28.8％となっています。 

 

 

 

 

 

（１１）問１０で答えた現在の生活の感じ方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前（令和２年３

月以前）と後で、感じ方は変わりましたか。〈単一回答〉 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大前と後での生活の感じ方の変化については、「変わらない」

が 70.9％で最も高く、次いで、「感染拡大前よりやや苦しい」が 12.7％、「感染拡大前より苦しい」

が 10.4％となっています。 

なお、「感染拡大前よりゆとりがある」と「感染拡大前よりややゆとりがある」を合わせた『感染

拡大前よりゆとりあり』は 3.9％なのに対し、「感染拡大前よりやや苦しい」と「感染拡大前より苦

しい」を合わせた『感染拡大前よりゆとりなし』は 23.1％となっています。 

 

  

9.3 22.6 37.9 18.5 10.3 1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=2,523)

ゆとりがある ややゆとりがある どちらでもない やや苦しい 苦しい 無回答

1.2 

2.7 70.9 12.7 10.4 2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=2,523)

感染拡大前よりゆとりがある 感染拡大前よりややゆとりがある

変わらない 感染拡大前よりやや苦しい

感染拡大前より苦しい 無回答
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（１２）世帯全体のおおよその年間収入（税込）はいくらですか。〈単一回答〉 

 

世帯全体のおおよその年間収入については、「500～600 万円未満」「1,000 万円以上」がそれ

ぞれ 14.4％で最も高く、次いで、「600～700 万円未満」が 13.3％、「700～800 万円未満」が

11.2％となっています。 

なお、『250 万円未満』は 5.2％となっています。 

 

  

0.5 

1.6 

3.1 

5.7 

10.0 

8.7 

14.4 

13.3 

11.2 

8.2 

5.8 

14.4 

3.1 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

50万円未満

50～150万円未満

150～250万円未満

250～350万円未満

350～450万円未満

450～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800～900万円未満

900～1,000万円未満

1,000万円以上

無回答

全体(n=2,523)
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（１３）家庭教育の充実のために国や市など行政が取り組むべきことは何だと思いますか。〈複数回答〉 

 

家庭教育の充実のために国や市など行政が取り組むべきことについては、「子育ての経済的負担を

軽減すること」が 82.0％で最も高く、次いで、「家庭教育の悩みや相談に対応できる仕組みをつく

ること」が 58.9％、「子どもを有害情報から守ること」が 55.8％となっています。 

 

  

55.8 

36.7 

58.9 

52.6 

38.4 

23.5 

50.0 

40.4 

82.0 

31.9 

2.9 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもを有害情報から守ること

子どもの生活の乱れや非行に

対応すること

家庭教育の悩みや相談に対応

できる仕組みをつくること

子どもの居場所や一時預かりの

サービスを提供すること

イベントなど親子がふれ合う機会を

設けること

研修や講演会など家庭教育の

学習機会を提供すること

子どもの発達段階に応じた情報を

知らせること

家庭教育の大切さを社会全体に

向けて啓発すること

子育ての経済的負担を軽減すること

家庭教育支援に関する法律や

条例を制定すること

その他

無回答

全体(n=2,523)



60 

（１４）あなたのご家庭では、次の支援制度等をこれまでに利用したことがありますか。〈単一回答〉 

 

Ａ～Ｍの支援制度等の利用経験について、「利用したことがある」の割合をみると、［子育て支援セ

ンター］が 67.7％で最も高く、［小児医療費助成］が 66.0％、［市役所窓口での各種相談］が 19.1％

となっています。 

また、「利用したいが、利用条件を満たしていない」「利用の仕方がわからない」「制度等について

全く知らない」を合わせた『利用なし』の割合をみると、［ファミリー・サポート・センター］［保育

所の利用料の減額や免除］がそれぞれ 23.4％で最も高く、［専門の相談員やスクールワーカー等へ

の相談］が 20.3％、［市役所窓口での各種相談］が 19.1％となっています。 

 

 

14.8 

12.2 

1.0 

6.8 

66.0 

19.1 

12.8 

1.8 

67.7 

13.0 

8.4 

6.8 

12.4 

66.7 

65.8 

87.2 

81.9 

16.9 

57.2 

62.5 

81.5 

21.5 

59.0 

68.5 

77.1 

59.9 

7.4 

8.8 

3.4 

3.2 

5.4 

2.1 

1.4 

2.0 

1.2 

2.5 

4.6 

1.4 

9.4 

1.3 

2.2 

0.9 

0.4 

2.1 

8.2 

9.5 

3.4 

4.5 

10.4 

7.3 

3.2 

5.0 

6.1 

7.3 

2.7 

3.4 

5.4 

8.8 

9.4 

6.8 

2.3 

10.5 

6.7 

7.3 

9.0 

3.6 

3.7 

4.8 

4.4 

4.3 

4.7 

4.5 

4.5 

2.7 

4.6 

4.6 

4.2 

4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A 児童扶養手当

B 就学援助

C 生活保護

D ひとり親家庭医療費助成

E 小児医療費助成

F 市役所窓口での各種相談

G 専門の相談員やスクール

ワーカー等への相談

H 生活困窮者やひとり親家庭等

への就職サポート

I 子育て支援センター

J ファミリー・サポート・センター

K 病児・病後児施設

L 児童療育施設

M 保育所の利用料の減額や

免除

n=2,523

利用したことがある 利用の必要性がない

利用したいが、利用条件を満たしていない 利用の仕方がわからない

制度等について全く知らない 無回答
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

本計画において目指すべき基本的な方向性として、次の基本理念を設定します。 

『すこやかに子どもを育む地域の環 

         子育て安心都市小田原』 

 

子どもは、私たちの未来を担う大切な社会の宝です。すべての人々が子どもや子育てに関心

を持ち、子どもの幸せを第一に考えながら、社会情勢の変化や子育て家庭を取り巻く環境の変

化に応じた多様な子育て施策を推進していくことは、子どもと子育てをめぐる様々な課題を解

決していく上での最重要課題の一つであります。 

本計画では、子育てをする家庭を中心として、学校、地域、企業、行政等の社会全体が一体

となって多様かつ切れ目のない持続可能な子育て支援を推進していくことで、小田原の子ども

たちをたくましく、心豊かに育み、子どもを産み育てることに夢と希望と誇りを持てる「すこ

やかに子どもを育む地域の環 子育て安心都市小田原」の実現を目指します。 
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２．基本的な視点 

基本理念に基づき、次の３つの基本的な視点を大切に取り組んでいきます。 

（１）子どもの視点 

「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指し、子どもの視点に立ち、子どもの生存と

発達が保障されるよう子ども・子育て支援を推進することが必要です。 

乳幼児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸

成、幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲得、学童期における心身の健全な

発達を通じて、一人一人がかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯定

感をもって育まれることが可能となる環境を整備することが社会の責任です。 

 

 

（２）子育て中の保護者に対する支援の視点 

子育ては、子どもに限りない愛情を注ぐことを通して、日々成長する子どもの姿に感動しな

がら、親も親として成長していくという尊い営みです。 

子育ての第一義的な責任は保護者にあるという前提のもとに、地域や学校など社会全体が保

護者に寄り添い、妊娠から出産、子育ての中で切れ目のない支援を行うなど、子育てに対する

負担や不安、孤立感を和らげることで、保護者が子どもと向き合える環境を整え、親としての

成長と子育ての喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくことが必要です。 

 

 

（３）社会全体による支援の視点 

子どもは社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもの健やかな育ちと子育てを支え

ることは、将来の担い手の育成の基礎をなす重要な未来への投資であり、社会全体で取り組む

べき最重要課題の一つです。 

したがって、行政、家庭、地域、職域など社会のあらゆる分野におけるすべての人々が、す

べての子どもの健やかな成長を実現するという社会全体の目的を共有し、子どもの育ちと子育

て支援の重要性に対する関心と理解を深め、それぞれが協働しながら役割を果たしていくこと

が必要です。 
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３．基本目標 

基本理念の実現に向け、基本的な視点のもとに、次の５つの基本目標を掲げ計画を推進してい

きます。 

 

（１）安心して楽しく産み育てることができる環境づくり 

核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化、待機児童問題、子どもの貧困など、子育て家

庭を取り巻く地域社会の状況が変化する中で、子育てに対する様々な不安感、負担感が生じて

います。また、ライフスタイルの多様化などを背景として、子育て支援に対するニーズの多様

化が進んでいます。乳幼児期の教育、保育、子育て支援の環境整備においては、子育て世帯の

ニーズに沿った施策を推進するため、子育て支援に関する情報発信や相談体制の充実を図るな

ど、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を推進することで、安心して楽しみながら子育てがで

きる環境づくりを進めていきます。 

 

（２）子どもの発達に応じた育ちを支援する環境づくり 

子どもたちは、それぞれの発達の段階における自然な心身の成長に伴い、周囲の環境と関わ

り合いながら、生活に必要な能力を獲得していきます。その意味では周囲の環境がもたらす影

響は大きく、子どもたちの健やかな育ちを保障するため、多様性に配慮した教育・保育環境の

充実を図り、発達段階に応じた適切な保護者の関わりを促すとともに、乳幼児期から青壮年期

に至るまでのライフステージに応じた一貫した相談・支援体制を構築するなど、質の高い教

育・保育、子育て支援を提供できる環境づくりを進めていきます。 

 

（３）子育てと仕事の両立を支援する仕組みづくり 

長時間労働になりがちな父親の子育て参画の促進など、男女が共に子育ての責任を担い、協

力して家庭を築くなど、仕事と子育ての両立を希望する子育て家庭を支える環境を整備するほ

か、子育て関連施設や企業との連携強化など、多様化する就労環境やニーズを踏まえながら子

育てと仕事のバランスを保つことができるような仕組みづくりを進めていきます。 

 

（４）地域社会全体が子育てを支援する体制づくり 

近隣に住む子どもの減少や、地域コミュニティの希薄化などにより、子育て世帯を取り巻く

地域環境が変化する中、子どもの健やかな育ちにおける地域の役割はますます重要になってき

ています。地域社会における子育ての意義の理解が一層進み、地域社会全体が子どもと子育て

家庭に寄り添い、支えられる体制づくりを進めていきます。 

 また、家庭、学校、地域との連携を図り、子どもたちが安心して集い活動できる豊かな育ち 

の場づくりを進めていきます。  
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（５）子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の構築 

すべての子どもが健やかに成長し社会で自立するためには、一人ひとりの成長・発達の段階

に応じた教育を受ける機会の確保、安心・安全に過ごせる居場所や生活環境の整備などが必要

です。しかし、一部の子どもはその生まれ育った環境により、教育の機会が得られなかった

り、栄養バランスの取れた食事ができない状況に置かれています。このような状況は、子ども

本人の努力では解決することが難しいため、社会全体で対策を図る必要があります 

国の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、家庭・地域・行政がそれぞ

れの役割を担いながら、地域社会全体で子どもや子育て家庭を支え、すべての子どもが将来に

夢や希望を持つことができる社会の構築に向け取組を進めていきます。 
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４．施策の体系 

基本目標を柱として８つの基本施策の体系を定め、施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  
子どもの視点 

子育て中の保護

者に対する支援

の視点 

社会全体による

支援の視点 

基本的な視点 

安心して楽しく

産み育てること

ができる環境づ

くり 

１ 地域における子育ての支援 

基本目標 基本施策 

子どもの発達に

応じた育ちを支

援する環境づく

り 

子育てと仕事の

両立を支援する

仕組みづくり 

地域社会全体が

子育てを支援す

る体制づくり 

２ 子どもや母親の健康増進 

３ 子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の

整備 

５ 仕事と子育てとの両立の推進 

６ 子ども等の安全確保 

７ 要保護児童への対応などきめ

細かな取組の推進 

基本理念 

す
こ
や
か
に
子
ど
も
を
育
む
地
域
の
環 

子
育
て
安
心
都
市
小
田
原 

子どもの将来が

生まれ育った環

境に左右される

ことのない社会

の構築 ８ 子どもの貧困対策の推進 
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第４章 施策の展開 

 基本目標の実現に向けて、本市で推進する子ども・子育て支援に関する基本施策を設定し、基本

施策ごとの主要な事業を個別事業として位置付けます。 

 なお、子ども・子育て支援法に基づいて実施する事業を重点事業（★印で表示）とします。 

 

基本施策１ 地域における子育ての支援 

 

 安心して子どもを生み育て、子どもが心身共に健やかに成長するために、妊娠、出産、子育てな

ど各ライフステージごとに対応した、切れ目ない総合的な支援に努めるほか、地域社会全体で子

育てを支援する環境づくりを進めていきます。 

 また、ライフスタイルや働き方、子育てに関する価値観が多様化する中で、待機児童の解消や幼

児期の教育・保育サービスに対する様々なニーズへの対応、経済的負担の軽減を図るなど、教育・

保育サービスの提供体制を計画的に確保し、質の向上に努めていきます。 

 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

 すべての家庭における子育てを支援するため、地域における様々な子育て支援サービスの充実

を図るとともに、その周知に努めます。 

事業名 事業内容 担当課 

子育て支援拠点管理運営

事業★ 

子育て支援センターを設置し、子育てひろばの運営、

育児不安等についての相談指導、子育てに関する情

報の収集及び提供、講座等の開催を通じ、子育て家庭

に総合的な支援を行う。 

子育て政策課 

地域子育てひろば事業★ 
未就園児の保護者同士の交流や情報交換の場となる

地域子育てひろばを運営する。 
子育て政策課 

一時預かり事業★ 
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することが

できなくなった児童の保育を行う。今後、実施園の拡

大に努める。 
保育課 

ファミリー・サポート・

センター運営事業★ 

育児支援を受けたい人と育児支援ができる人の登録

及び管理、援助活動の調整を行う。 
子育て政策課 

子育て短期支援事業★

（トワイライトステイ） 

保護者が夜間に子どもの保育を行うことができない

場合に、児童養護施設等で預かりを行う。 

子ども青少年

支援課 

病児・病後児保育事業（乳

幼児健康支援一時預かり

事業）★ 

病気中又は病気回復期にあり、集団保育や幼稚園で

の生活ができない児童を一時的に預かる。 
保育課 

養育支援家庭訪問事業★ 
児童の養育について支援が必要な家庭に対し、訪問

による育児、家事等の援助や指導等、又は養育者の身

体的、精神的不調状態に対する相談や指導を行う。 

子ども青少年

支援課 
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事業名 事業内容 担当課 

おだわら子ども若者教育

支援センター運営事業 

「おだわら子ども若者教育支援センター」を設置し、

妊娠期から乳幼児期・学齢期・青壮年期に至るまで、

教育と福祉が連携した、ライフステージに応じた切

れ目のない相談支援を行う。 

子ども青少年

支援課 

子育て世代包括支援セン

ター★ 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児

に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相談など

に対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 
健康づくり課 

母子訪問指導事業★ 
妊婦や乳幼児を持つ家庭に保健師等が訪問を行い、

発達の確認、妊娠や育児に関する保健指導や情報提

供を行う。 
健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事

業）★ 

生後 4 か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対す

る助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適切な

サービス提供につなげる。 
健康づくり課 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）★ 
就労等により、昼間家庭に保護者のいない児童に対

して、放課後の居場所を提供する。 
教育総務課 

放課後子ども教室推進事

業 

放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習や

スポーツ、文化活動等の体験学習を行うとともに、地

域の方々との交流活動の機会を提供する。 
教育総務課 

子どもの居場所づくり事

業 

地域の大人が子どもを見守り育てるという理念のも

と、子どもが安心して集い、活動できる居場所づくり

を支援する。 
青少年課 

冒険遊び場事業 

子どもたちに公園を中心とした禁止事項を極力少な

くした遊び場を提供することで、子どもたちの自立

性、創造性及び協調性を育む。 

青少年課 

児童プラザ管理運営事業 
子どもや保護者が楽しく安全に遊ぶことが出来る屋

内遊び場を運営する。 
子育て政策課 

子育て短期支援事業（シ

ョートステイ）★ 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において児

童を養育することが一時的に困難となった場合等

に、児童を施設等において一定期間、養育・保護を行

う。 

子ども青少年

支援課 

 

（２）幼児期の教育・保育サービスの充実 

 子どもが健やかに育ち、親が安心して子どもを生み育てられる環境を整えるため、多様化する

幼児期の教育・保育サービスの「量」の確保とあわせて、「質」の向上に対する支援をします。 

事業名 事業内容 担当課 

通常保育事業★ 
家庭で保育することができない児童を保育所等で預

かり、保育を行う。保育の必要量に対する受け皿の確

保を図る。 
保育課 

延長保育促進事業★ 
保護者の就労状態等に対応するため、通常の利用時

間以外に延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と

時間延長に努める。 
保育課 

乳児保育促進事業 0 歳児の保育を行う。今後、定員枠の拡大に努める。 保育課 
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事業名 事業内容 担当課 

障がい児保育促進事業 
障がいのある児童の保育体制の充実を図るため、保

育士の雇用を促進させる。 
保育課 

認可外保育施設への支援

事業 
認可外保育施設の保育環境の向上を図るため、助成

や指導を行う。 
保育課 

公立保育所運営管理事業 
公立保育所の施設等の維持・修繕や、給食の提供、職

員の研修、賠償保険関係などを含めた運営管理を行

う。 
保育課 

民間保育所運営費補助事

業 
民間保育所の運営が円滑に行われるよう人件費等を

補助する。 
保育課 

公立保育所施設整備事業 
安全を確保し、多様な保育ニーズに対応するため施

設整備を行なう。 
保育課 

民間保育所等施設整備補

助事業 

安全で多様な保育サービスに対応できるように、民

間保育所等における施設の改築・新規開設や大規模

修繕等に対して助成を行う。 
保育課 

認定子ども園整備事業 
教育・保育を一体的に行い、地域における多様な保育

ニーズに対応するため、既存の保育所、幼稚園での認

定こども園の設置を検討する。 
保育課 

公立幼稚園教育推進事業 
介助教諭等の配置や延長保育の実施のほか、臨床心

理士等の派遣や各種研究事業を通じて教諭の資質向

上等を図る。 
教育総務課 

私立幼稚園教育支援事業 私立幼稚園児の内科・歯科検診を補助する。 保育課 

就学前教育・保育充実事

業 

子どもを主体とした教育・保育の取組を市全体に拡

げていくため、民間施設を含めた幼稚園・保育所の職

員等による意見交換会を実施するとともに、公立認

定こども園整備へ向けた保育・教育現場での諸課題

を整理するため、アドバイザーによる指導を得なが

ら職員の相互研修を推進する。 

保育課 
教育総務課 

病児・病後児保育事業（乳

幼児健康支援一時預かり

事業）（再掲）★ 

病気中又は病気回復期にあり、集団保育や幼稚園で

の生活ができない児童を一時的に預かる。 
保育課 

一時預かり事業（再掲）★ 
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することが

できなくなった児童の保育を行う。今後、実施園の拡

大に努める。 
保育課 

 

（３）幼児教育・保育を担う人材の確保 

  幼児期の教育・保育サービスの量の拡充に伴い、新たに必要となる保育士等の人材を確保する

ために、保育士等の処遇改善や負担軽減に資する取組などの必要な支援を行います。 

事業名 事業内容 担当課 

保育士等の処遇改善 
国が進める保育士等の処遇改善とそれに伴うキャリ

アアップ研修の実施により、新規保育士等の確保と

ともに離職防止を図る。 
保育課 

就職相談会及び就職支援

セミナー 

潜在保育士や保育士養成施設の学生向けの就職相談

会や就職支援セミナーを開催し、事業者と就職希望

者が繋がる場を設ける。 
保育課 
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事業名 事業内容 担当課 

民間保育所等保育士確保

支援事業 

保育支援員の設置や施設の ICT 化等の保育士の負担

軽減に資する取組や雇用保育士の宿舎借り上げ等の

働きやすい環境整備に資する取組に対し、補助金を

交付するなどの支援を行う。 

保育課 

 

（４）子育て支援のネットワークづくり 

 子育て家庭に対して、きめ細かな子育てサービス・保育サービスを効果的・効率的に提供するな

どサービスの質の向上を図るとともに、多様かつ切れ目のない支援を行うため、子育て支援サー

ビス等のネットワークの形成を進め、子育て支援サービス等が利用者に十分周知されるよう情報

提供に努める。 

事業名 事業内容 担当課 

子育て支援情報提供事業 
（ 地 域 情 報 SNS

「PIAZZA（ピアッザ）」） 

スマートフォンのアプリを通して、子育て中の親同

士がつながり、子育て関連の情報交換など双方向の

コミュニケーションができるほか、子育て支援施設

の情報やアプリ利用者からの情報を地図に蓄積する

ことができる地図情報機能を搭載し、これまで紙で

発行していた「子育てマップ」に代わるデジタル版の

マップを提供する。 

子育て政策課 

電子母子手帳アプリ 
（おだわらっこ手帳） 

スマートフォンのアプリを通して、育児に関する情

報を提供し、妊娠期から子育て期にわたり支援する。

これまで提供していた「ママパパ子育て知恵袋メー

ル」の内容も引き続き、本アプリで提供する。 

健康づくり課 

子育て支援フェスティバ

ル開催助成事業 

子育て中の親子が、楽しみながら子育ての知識を得

られる「子育て支援フェスティバル」を開催する実行

委員会に対し、補助金を交付する。 
子育て政策課 

子育て支援拠点管理運営

事業（再掲）★ 

子育て支援センターを設置し、子育てひろばの運営、

育児不安等についての相談指導、子育てに関する情

報の収集及び提供、講座等の開催を通じ、子育て家庭

に総合的な支援を行う。 

子育て政策課 

子育て世代包括支援セン

ター（再掲）★ 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児

に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相談など

に対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 
健康づくり課 

母子訪問指導事業（再掲）

★ 

妊婦や乳幼児を持つ家庭に保健師等が訪問を行い、

発達の確認、妊娠や育児に関する保健指導や情報提

供を行う。 
健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事

業）（再掲）★ 

生後４か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対す

る助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適切な

サービス提供につなげる。 
健康づくり課 

情報発信支援事業 
子どもに関連する地域の活動情報を集約し、地域に

発信する取組を支援する。 
青少年課 
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（５）子どもの健全育成 

 子どもたちが自ら育つ力を持ち、心身ともに健やかに成長できるよう、子ども同士で遊んだり、

様々な学習・体験ができる子どもの居場所づくりや機会の提供を進めます。 
事業名 事業内容 担当課 

総合型地域スポーツクラ

ブ推進事業 

スポーツ活動を気軽に、継続的に行うことができる

よう「総合型地域スポーツクラブ」を支援していく。 
スポーツ課 

公園再整備事業 
総合公園や街区公園について計画的に老朽化施設の

更新及び公園の改築を行うとともに、十分に利用さ

れていない街区公園について、順次再整備を行う。 
みどり公園課 

まちなかの公園整備事業 
みどりの広場や無償借地等の活用により、身近な公

園整備を進める。 
みどり公園課 

児童遊園地管理補助事業 
自治会など地域で管理する児童遊園地の新設、遊具

の補修・増設、運営費等の助成を行う。 
子育て政策課 

森のおくりもの事業 
地域産木材で製作されたおもちゃを乳幼児に配布す

ることで、感性豊かな乳幼児期から子どもが木に触

れながら育つ環境を提供する。 
農政課 

体験学習事業 
学校や世代を超えた交流による自然体験や社会体

験、生活体験などの体験学習の機会を提供し、自立心

や創造性など豊かな人間性を育む。 
青少年課 

指導者養成研修・派遣事

業 
青少年指導者を養成し、様々な体験事業に派遣する

ことで、内容の充実を図る。 
青少年課 

子ども会支援事業 
市子ども会連絡協議会をはじめ、単位子ども会や学

区連合子ども会の様々な活動を支援する。 
青少年課 

地区健全育成組織支援事

業 
地区健全育成組織が行う地域活動を活性化させるた

めに、地域の実態に即した活動を支援する。 
青少年課 

青少年育成推進員支援・

活用事業 
青少年育成推進員協議会が、青少年の非行防止及び

健全育成のために行う活動を支援する。 
青少年課 

子どもの居場所づくり事

業（再掲） 

地域の大人が子どもを見守り育てるという理念のも

と、子どもが安心して集い、活動できる居場所づくり

を支援する。 
青少年課 

冒険遊び場事業（再掲） 

子どもたちに公園を中心とした禁止事項を極力少な

くした遊び場を提供することで、子どもたちの自立

性、創造性及び協調性を育む。 

青少年課 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）（再

掲）★ 

就労等により、昼間家庭に保護者のいない児童に対

して、放課後の居場所を提供する。 
教育総務課 

放課後子ども教室推進事

業（再掲） 

放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習や

スポーツ、文化活動等の体験学習を行うとともに、地

域の方々との交流活動の機会を提供する。 
教育総務課 

子どもの読書活動推進事

業 

読書活動が、子どもの能力を伸ばし、健やかな成長に

大きく関わることについての理解を広げ、子どもや

子育て世代に向けた内容を充実させるため講演会等

を実施する。 

図書館 
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（６）幼児期の教育・保育にかかる経済的支援 

 子育て家庭に対し、各種の経済的な支援を進めます。 

事業名 事業内容 担当課 
児童手当支給事業 中学校卒業までの児童を養育している者に対し手当

を支給する。 
子育て政策課 

幼児教育・保育の無償化 子育て家庭の経済的負担を軽減するため、保育所、幼

稚園等の利用に係る費用を負担する。 
保育課 

実費徴収に係る補足給付

事業★ 
低所得者世帯の児童に対し、保育所等の日用品費や

教材費、また、幼稚園の副食費の支援を行う。 
保育課 

 

基本施策 2 子どもや母親の健康増進 

 

 子どもや母親の心身の健康を確保するために、保健、医療、福祉及び教育の分野間の連携を図

り、支援体制の充実を図るとともに、子育てや、心や体の健康、食に関する正しい知識を普及・啓

発していきます。 

 

（１）妊産婦・乳幼児に切れ目のない保健対策の充実 

 妊娠期、出産期、新生児期、乳幼児期を通じて、子どもや母親の健康が確保されるように、健康

診査や訪問指導、保健指導等の充実を図ります。 

 また、親の育児不安の解消を図るため、乳幼児健診等の場を活用し、親への相談指導を実施し、

児童虐待の発生予防や事故の予防のための啓発等の取組を進め、妊娠期からの継続した支援体制

の整備を図ります。 

事業名 事業内容 担当課 

子育て世代包括支援セン

ター（再掲）★ 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児

に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相談など

に対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 
健康づくり課 

妊婦・産婦健康診査事業

★ 
妊娠中に 14 回まで妊婦健康診査費用、産後２回の

産婦健康診査費用の一部を助成する。 
健康づくり課 

妊婦歯科健康診査事業 
妊娠中に１回妊婦歯科健康診査を指定歯科医院で実

施、費用の一部助成をする。 
健康づくり課 

母子健康教育事業 

妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活を

送り、安全に出産が迎えられるようにママパパ学級

を行う。乳幼児を持つ親等を対象に、子育て応援講座

で育児に関する情報を提供し、親子教室で育児不安

の軽減を図るための教室を実施する。 

健康づくり課 

乳幼児健康診査事業 

保健センターや指定医療機関において、４か月児健

康診査、８～９か月児健康診査、１歳６か月児健康診

査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診査と乳幼児事

後検診を実施する。また、未就園等の４歳・５歳児に

尿検査を実施する。 

健康づくり課 
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事業名 事業内容 担当課 

育児相談事業 
保健師等が保健センターや子育て世代包括支援セン

ターで、電話や来所による相談を実施するほか、地区

公民館等での出張相談を行う。 
健康づくり課 

母子訪問指導事業（再掲）

★ 

妊婦や乳幼児を持つ家庭に保健師等が訪問を行い、

発達の確認、妊娠や育児に関する保健指導や情報提

供を行う。 
健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事

業）（再掲）★ 

生後４か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対す

る助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適切な

サービス提供につなげる。 
健康づくり課 

産後ケア事業 
生後１年未満の乳児と母に対し、助産院等で心身の

ケアや授乳指導、育児支援を行い、安心して子育てが

できるよう支援する。 
健康づくり課 

 

（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

 思春期における性の問題に対応するため、性に関する健全な意識を持ち、正しい知識の普及を

図ります。 

 また、幅広い関係者が児童生徒の問題行動の未然防止や、自殺の兆候の早期発見等に取り組む

ことや、心のケアのための相談体制の充実を図ります。 

 

（３）食育の推進 

 乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供を行い、乳幼児期か

らの適切な食事の摂り方や、望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の形成・家庭関係づ

くりによる心身の健全育成を図ります。 

事業名 事業内容 担当課 

保健教育事業 
年齢に応じた性教育の実施や生活習慣等について、児

童生徒や保護者に対して保健指導を進める。 
学校安全課 

教育相談等充実事業 

支援を必要とする児童生徒や保護者等を対象とした

子ども若者教育支援センターにおける教育相談、学校

におけるスクールカウンセラー等による相談対応の

ほか、不登校の児童生徒の状況の改善を図るため、教

育相談指導学級、校内支援室、不登校生徒訪問相談員

等による支援を行う。 

教育指導課 

子ども若者相談支援事業 

児童及び妊産婦の福祉に関する家庭その他からの相

談、及び、ひきこもりや若年無業者（ニート）など社

会生活を円滑に営むことが難しい若者（30 歳代ま

で）やその保護者等からの相談に応じ、必要な調査、

指導等を行う。また、小田原市要保護児童対策地域協

議会を設置し、関係機関の連携による要保護児童等の

適切な保護や支援を実施する。 

子ども青少年

支援課 
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事業名 事業内容 担当課 

食育実践活動事業 

地域において食生活実践活動を行っている小田原市

食育サポートメイトに食生活実践活動事業として委

託し、食に関する知識の普及を図り、保健事業を効果

的に実施する。 

健康づくり課 

食育啓発事業 

望ましい生活習慣や食習慣を身に付けさせるため、

児童生徒への食に関する指導の充実を図る。また、子

どもと保護者を対象にした食育イベント等を開催す

る等啓発に努める。 

学校安全課 

魚ブランド化促進事業 

地魚を使った学校給食メニューを提供するととも

に、子育て世代等を対象に旬の地魚を使った料理教

室を開催し、小田原で獲れる魚を知って食べてもら

うことで、魚食普及を進める。 

水産海浜課 

小田原みなとまつり開催

事業 

子どもたちにみなとまつりで定置網漁業の見学をし

てもらうことで、港や海、人とふれあうとともに漁業

や水産業に関する知識を深めてもらう。 
水産海浜課 

 

（４）小児医療の充実 

 小児医療体制は、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤となるため、

小児医療の充実・確保に努めます。 

 また、保護者の経済的負担の軽減を図るため、小児医療費の助成制度の充実に努めます。 

事業名 事業内容 担当課 
休日・夜間急患診療所助

成事業 
小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間に

おける小児科診療を実施する。 
健康づくり課 

小児深夜救急医療事業 
毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応す

るため、市立病院において小児科の深夜救急医療を

実施する。 
健康づくり課 

育成医療給付事業 
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため医

療が必要である児童に対し、手術、継続的治療に要す

る医療費の一部を負担する。 
障がい福祉課 

未熟児養育医療費助成事

業 
病院または診療所に入院することを必要とする未熟

児に対し、その養育に必要な医療費を助成する。 
子育て政策課 

小児医療費助成事業 
子どもの医療費について、保険診療の自己負担分を

助成する。 
子育て政策課 

基本施策 3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

 次代の親が子育てに喜びを感じ、子育てに真剣に取り組めるよう、次代の親の育成、生きる力の

育成に向けた学校の教育環境等の整備、家庭や地域の教育力の向上、子どもの心身の健やかな成

長に資する教育環境づくり、地域の人々との交流や実際に体験する機会を持つことで自ら学ぶ環

境づくりを目指します。 
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（１）次代の親の育成・子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 

 男女が協力して家庭を築き、子どもを生み育てることの意義を実感できるような取組を進めま

す。 

 また、次代の担い手である子どもが、いきいきと個性豊かに生きる力を育むことができるよう

に、基礎的な学力を身に付けさせるとともに、自ら考え判断し、表現する力を育みます。また、思

いやる心や感動する心など、豊かな人間性を育むとともに、たくましく生きるための健康や体力

づくりを進め、学校の教育環境の整備に努めます。 

 

＜次代の親の育成＞ 
事業名 事業内容 担当課 

保育体験学習事業 
保育園、幼稚園において中学生が乳幼児とふれあう

保育体験学習を実施する。 
保育課 

 

＜子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備＞ 

○確かな学力の向上 
事業名 事業内容 担当課 

外国語教育推進事業 
子どもの外国語に対する興味・関心を高められるよ

う、外国語指導助手を公立幼稚園や小中学校に配置す

る。 
教育指導課 

支援教育推進事業 
支援を必要とする児童生徒への個別支援員の配置、特

別支援教育相談、就学相談の実施、通級指導教室の運

営及び日本語指導協力者の派遣を行う。 
教育指導課 

読書活動推進事業 
小中学校に学校司書を配置し、学校図書館の充実を図

る。 
教育指導課 

学力向上支援事業 
きめ細かな学習環境の整備と児童生徒の学力及び学

習の状況を調査・分析することにより、個々の児童生

徒の学力の向上を図る。 
教育指導課 

 

○豊かな心の育成 
事業名 事業内容 担当課 

人権教育推進事業 
児童生徒が人間の生命の尊さについての理解を深

め、学校・家庭・地域のそれぞれの場において、人権

尊重の意識をもって行動できる人格の形成を図る。 
教育指導課 

郷土学習推進事業 
児童生徒の郷土の自然、産業、地理、歴史や、郷土の

偉人の業績に対する興味・関心、探求心を高めること

により、郷土を愛する心を育む。 
教育指導課 

学校等アウトリーチ事業 

次世代を担う子どもたちの豊かな情操を育て、創造

力や感性を刺激するため、市内公立学校等を対象に

アウトリーチ事業を開催し、本物の芸術に触れる機

会を設け、文化の裾野を拡げる。 

文化政策課 
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 ○健やかな体の育成 
事業名 事業内容 担当課 

健康診断事業 
学校保健安全法に基づき、心臓疾患検診、腎臓疾患検

診など児童生徒等の定期健康診断を実施する。 
学校安全課 

城下町おだわらツーデー

マーチ開催事業 

西さがみの魅力を発信する同ウォーキング大会への

小・中学生及び未就学児の参加を促すことで、子ども

のウォーキングを促進する。 
スポーツ課 

 

○信頼される学校づくり 
事業名 事業内容 担当課 

学校施設整備事業 学校施設の長寿命化を含めた再整備の検討を行う。 学校安全課 

教育環境質的向上事業 
トイレの改修、特別教室の空調設備等の整備を行い、

教育環境の質的向上を目指す。 
学校安全課 

教育ネットワークシステ

ム整備事業 

教育ネットワークシステムの円滑な運用を図るとと

もに、授業へのさらなる活用や、学校ホームページ等

を用いた情報発信のさらなる充実を推進する。 
学校安全課 

学校施設安全対策事業 
非構造部材の耐震化、外壁の改修等、学校施設の安全

に係る整備を行う。 
学校安全課 

学校安全対策事業 
事故防止のために安全教育を徹底し、事故に際して

は災害賠償補償制度を利用し医療費に対する補助な

どを行なう。 
学校安全課 

地域とともにある学校づ

くり推進事業 

学校・家庭・地域が一体的・主体的に協働し、子ども

の学びと育ちを地域ぐるみで支える体制を整備し、

地域に根差した特色ある学校づくりを推進する。 

教育総務課 
教育指導課 

学校木の空間づくり事業 

地域産木材の継続的利用、教育・学習環境の向上や地

域との連携強化など様々な観点から市内小学校の内

装木質化を行う。 

農政課 

 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

 学校、家庭、地域が連携・協力し、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会や情報

の提供、自然環境等地域の教育資源を活かした多様な体験活動機会の充実等、家庭や地域におけ

る教育力を総合的に高めます。 

事業名 事業内容 担当課 

地域とともにある学校づ

くり推進事業（再掲） 

学校・家庭・地域が一体的・主体的に協働し、子ども

の学びと育ちを地域ぐるみで支える体制を整備し、

地域に根差した特色ある学校づくりを推進する。 

教育総務課 
教育指導課 

家庭教育学級事業 
ＰＴＡ等で実施される学習会や、入園、入学前説明会

の際の家庭教育に関する講座等を行う。 
生涯学習課 

尊徳学習推進事業 
尊徳生誕地としての地域的特性を生かし、尊徳の生

きた時代の生活・仕事の追体験等、子どもが尊徳の教

えに親しむための機会を提供する。 
生涯学習課 

環境活動推進事業 
市民の環境意識の向上を図るため、将来を担う子ど

もたちに対する環境学習を行うとともに、市民によ

る環境活動の促進を図る。 
環境政策課 
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事業名 事業内容 担当課 
わたしの木づかいパイロ

ット事業 

市内の小学校で森林学習（座学）や間伐体験、木工場

見学、地域産木材を使ったモノづくりを行う。 
農政課 

森のせんせい養成・派遣

事業 

森林・林業・木材産業に関する知識を備え、市民に対

して普及啓発を図ることができる人材を養成する。

養成後は、市内小学校への森林環境学習など様々な

活動に派遣する。 

農政課 

基本施策 4 子育てを支援する生活環境の整備 

 

 安心して子どもを育てるためには、良質な住宅や良好な居住環境の確保、犯罪等の防止に配慮

した環境設計、安全な道路交通環境を整備します。また、道路、公園、公共交通機関、公的建築物

等において、バリアフリー化を進めるなど、子育て世帯が安心して外出できる環境を整えるとと

もに、情報提供に努めます。 

 

（１）良質な住宅の確保、良好な居住環境の確保 

子育て世帯の居住の安定の確保を図るため、市営住宅については、入居者の選考にあたり、子

育て世帯が入居しやすくなるよう配慮します。 

また、住宅市街地における子育て世帯の生活の利便性を確保するため、小田原市立地適正化計

画に基づき、交通結節点である駅周辺における都市機能や居住機能の集約化に取り組みます。 
事業名 事業内容 担当課 

立地適正化計画推進事業 
生活の利便性を確保するため、拠点駅周辺への生活

サービス施設等の都市機能や居住の誘導を図る。 
都市政策課 

市営住宅考査時の配慮 
考査入居の住宅困窮度を点数化するにあたり、子育

て世帯に加点し、入居しやすくなるよう配慮する。 
建築課 

 
（２）安全な道路交通環境の整備、安心して外出できる環境の整備・安全・安心まちづくりの推進 

 妊産婦や子ども、乳幼児連れの者等すべての人が安全に安心して通行できるよう、段差の解消

等のバリアフリー化や交通安全施設の整備を進め、関係機関と連携を図りながら、安全な道路交

通環境の整備を推進します。 

 また、乳幼児を連れて安心して外出できるよう、公共施設等においてベビーベッド、ベビーチェ

ア、授乳室の設置を整えるとともに、情報提供に努めます。 

事業名 事業内容 担当課 

交通安全施設の充実 
道路照明灯、防護柵、道路反射鏡などの交通安全施設

の整備や維持修繕を行う。 
道水路整備課 

市民生活道路の改良事業 
狭あいな道路の拡幅整備を行うとともに、円滑な通

行の支障となっている交差点の改良などを行う。 
道水路整備課 

地域防犯灯整備事業 
夜間における地域住民の通行の安全を確保するた

め、ESCO 事業を導入し、LED 防犯灯の整備と管理

を行う。 
地域安全課 
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事業名 事業内容 担当課 

自転車等放置防止対策事

業 

道路、公園等に自転車等が放置されることを防止す

るため、自転車等利用者に対する指導啓発や放置自

転車等の移動を行う。 
地域安全課 

 

基本施策 5 仕事と子育てとの両立の推進 

 

 仕事と家庭生活の両立を推進し、安心して子育てができるように、企業への意識啓発、多様な働

き方に対応した保育サービスや子育て支援サービスを充実させていきます。 

 

（１）仕事と生活の調和(ワークライフバランス)実現のための働き方の見直し 

 仕事と家庭生活を両立させるため、すべての人が多様な働き方を選択できるよう、ワークライ

フバランスについての講座の実施や情報の提供等を積極的に行います。 

事業名 事業内容 担当課 

労働教育事業 
新しい時代に即応できるよう、勤労者の知識の習得

を図るために、労働問題講演会を開催する。 
産業政策課 

おだわら起業スクール 
事業 

新たな担い手となる創業者の発掘と起業家支援を図

るため、おだわら起業スクールを開催する。 
産業政策課 

女性活躍推進事業 
女性の職業生活における活躍を推進するため、就業

等支援講座の開催や情報の提供を行う。 
人権・男女共

同参画課 

 

（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備 

 多様な働き方に対応した保育サービスや子育て支援サービスの充実を図るなど、仕事と子育て

を両立しやすい環境づくりを推進します。 

事業名 事業内容 担当課 

通常保育事業（再掲）★ 
家庭で保育することができない児童を保育所等で預

かり、保育を行う。保育の必要量に対する受け皿の確

保を図る。 
保育課 

延長保育促進事業（再掲）

★ 

保護者の就労状態等に対応するため、通常の利用時

間以外に延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と

時間延長に努める。 
保育課 

乳児保育促進事業（再掲） ０歳児の保育を行う。今後、定員枠の拡大に努める。 保育課 

障がい児保育促進事業

（再掲） 
障がいのある児童の保育体制の充実を図るため、保

育士の雇用を促進させる。 
保育課 

認可外保育施設への支援

事業（再掲） 
認可外保育施設の保育環境の向上を図るため、助成

や指導を行う。 
保育課 

公立保育所運営管理事業

（再掲） 
公立保育所の施設等の維持・修繕や、給食の提供、職

員の研修、賠償保険などを含めた運営管理を行う。 
保育課 

民間保育所運営費補助事

業（再掲） 
民間保育所の運営が円滑に行われるよう人件費等を

補助する。 
保育課 
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事業名 事業内容 担当課 
公立保育所施設整備事業 
（再掲） 

安全を確保し、多様な保育ニーズに対応するため施

設整備を行なう。 
保育課 

民間保育所等施設整備補

助事業（再掲） 

安全で多様な保育サービスに対応できるように、民

間保育所等における施設の改築・新規開設や大規模

修繕等に対して助成を行う。 
保育課 

認定子ども園整備事業

（再掲） 

教育・保育を一体的に行い、地域における多様な保育

ニーズに対応するため、既存の保育所、幼稚園での認

定こども園の設置を検討する。 
保育課 

病児・病後児保育事業（乳

幼児健康支援一時預かり

事業）（再掲）★ 

病気中又は病気回復期にあり、集団保育や幼稚園で

の生活ができない児童を一時的に預かる。 
保育課 

一時預かり事業（再掲）★ 
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することが

できなくなった児童の保育を行う。今後、実施園の拡

大に努める。 
保育課 

子育て支援拠点管理運営

事業（再掲）★ 

子育て支援センターを設置し、子育てひろばの運営、

育児不安等についての相談指導、子育てに関する情

報の収集及び提供、講座等の開催を通じ、子育て家庭

に総合的な支援を行う。 

子育て政策課 

ファミリー・サポート・セ

ンター運営事業（再掲）★ 

育児支援を受けたい人と育児支援ができる人の登録

及び管理、援助活動の調整を行う。 
子育て政策課 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）(再
掲)★ 

就労等により、昼間家庭に保護者のいない児童に対

して、放課後の居場所を提供する。 
教育総務課 

放課後子ども教室推進事

業（再掲） 

放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学習や

スポーツ、文化活動等の体験学習を行うとともに、地

域の方々との交流活動の機会を提供する。 
教育総務課 

勤労者生活資金預託金事

業 

勤労者の生活の安定と向上を図るため、金融機関に

資金を預託し、教育費、医療費、出産費等の生活資金

について低金利での融資を行う。 
産業政策課 

魚ブランド化促進事業

（再掲） 

地魚を使った学校給食メニューを提供するととも

に、子育て世代等を対象に旬の地魚を使った料理教

室を開催し、小田原で獲れる魚を知って食べてもら

うことで、魚食普及を進める。 

水産海浜課 

基本施策 6 子ども等の安全確保 

 

 子どもが交通事故や犯罪などの被害に遭うことがなく、安心して生活できる環境を整えます。

地域社会全体で子どもを守るため、家庭、地域、学校、行政、関係機関が連携し、安全を確保する

ための取組や防犯対策を推進します。 
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（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進・子どもを犯罪等の被害から守るための活動

の推進 

 子どもを交通事故等から守るため、警察、学校、地域等と連携し、交通安全教育を推進します。

また、子どもを犯罪等から守るため、地域住民の防犯意識を向上させ、学校、家庭、地域で連携し、

地域ぐるみで子どもを犯罪等から守る取組を推進します。 

 
事業名 事業内容 担当課 

地域防犯力強化事業 
地域住民による自主防犯活動の普及、充実を図ると

ともに、地域における「顔の見える関係づくり」を構

築し、地域の防犯力を高める。 
地域安全課 

交通安全運動推進事業 

小田原警察署や各関係機関・団体と連携を図りなが

ら、交通安全対策に取り組むとともに、幼稚園、保育

所、小学校、高齢者等を対象に交通教室を開催し、交

通ルールや交通マナーの教育、啓発を行う。 

地域安全課 

交通安全団体の活動支援 
小田原交通安全協会、小田原市交通安全対策協議会

に対して活動費を助成する。 
地域安全課 

 

（２）被害にあった子どもの保護の推進 

 犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもや少年非行等の問題を抱えた子どもの精

神的な立ち直りを支援するために、このような子どもに対するカウンセリング、保護者に対する

助言等、関係機関と連携して、きめ細かな対応の実施に努めます。 

事業名 事業内容 担当課 

教育相談等充実事業（再

掲） 

支援を必要とする児童生徒や保護者等を対象とした

子ども若者教育支援センターにおける教育相談、学

校におけるスクールカウンセラー等による相談対応

のほか、不登校の児童生徒の状況の改善を図るため、

教育相談指導学級、校内支援室、不登校生徒訪問相談

員等による支援を行う。 

教育指導課 

子ども若者相談支援事業

（再掲） 

児童及び妊産婦の福祉に関する家庭その他からの相

談、及び、ひきこもりや若年無業者（ニート）など社

会生活を円滑に営むことが難しい若者（30 歳代ま

で）やその保護者等からの相談に応じ、必要な調査、

指導等を行う。また、小田原市要保護児童対策地域協

議会を設置し、関係機関の連携による要保護児童等

の適切な保護や支援を実施する。 

子ども青少年

支援課 

女性相談事業 

婦人相談員を配置し、配偶者からの暴力等保護を必

要とする女性への支援、一時保護や困難な問題を抱

える女性の相談に応じる。また女性へのあらゆる暴

力の防止等に関する啓発活動を行う。 

人権・男女共

同参画課 
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基本施策 7 要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進 

 

 児童虐待の予防・防止対策、ひとり親家庭の自立支援、障がい児施策の充実等により、支援を必

要とする子どもや家庭に対し、適切かつきめ細かな取組を推進するとともに、おだわら子ども若

者教育支援センターにおいて、乳幼児期・学齢期・青壮年期に至るまで、発達支援を軸に、ライフ

ステージごとに行う相談支援機能を集約し、切れ目のない総合的なサービスを提供します。 

 また、支援を必要とする子どもを地域全体で見守り、すべての子どもが安心して生活できる社

会を目指します。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

 児童虐待は、子どもの心身の発達や人格の形成に重大な影響を与えます。育児不安や児童虐待

の早期発見に努めるため、訪問による支援・指導を拡大します。また、児童虐待防止対策など国の

動向にも注視しながら、児童虐待の発生予防と早期発見に努めるため、適切な対応ができるよう

に児童の相談体制、関係機関との連携体制を充実します。 

事業名 事業内容 担当課 

子ども若者相談支援事業

（再掲） 

児童及び妊産婦の福祉に関する家庭その他からの相

談、及び、ひきこもりや若年無業者（ニート）など社

会生活を円滑に営むことが難しい若者（30 歳代ま

で）やその保護者等からの相談に応じ、必要な調査、

指導等を行う。また、小田原市要保護児童対策地域協

議会を設置し、関係機関の連携による要保護児童等

の適切な保護や支援を実施する。 

子ども青少年

支援課 

子育て世代包括支援セン

ター（再掲）★ 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児

に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相談など

に対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 
健康づくり課 

母子訪問指導事業（再掲）

★ 

妊婦や乳幼児を持つ家庭に保健師等が訪問を行い、

発達の確認、妊娠や育児に関する保健指導や情報提

供を行う。 
健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事

業）（再掲）★ 

生後４か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対す

る助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適切な

サービス提供につなげる。 
健康づくり課 

養育支援家庭訪問事業

（再掲）★ 

児童の養育について支援が必要な家庭に対し、訪問

による育児、家事等の援助や指導等、又は養育者の身

体的、精神的不調状態に対する相談や指導を行う。 

子ども青少年

支援課 

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の促進 

 ひとり親家庭等への自立や就労の支援、児童に関する相談体制の充実など、子育てに困難を抱

えている家庭への支援を行います。 

事業名 事業内容 担当課 
市営住宅への入居優遇

（ひとり親） 
ひとり親の市営住宅への入居にあたり、優先度を高め

るよう配慮する。 
建築課 
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事業名 事業内容 担当課 
ひとり親家庭等医療費

助成事業 
ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診療の

自己負担分を助成する。 
子育て政策課 

児童扶養手当支給事業 

父母の離婚・父の死亡などによって、父または母と生

計を同じくしていない児童を養育している者に対し手

当を支給し、母子世帯または父子世帯等の生活の安定

を図り、自立を促進する。 

子育て政策課 

母子家庭等自立支援事

業 

母子・父子自立支援員を設置するほか、技能、資格の

取得を支援するための教育訓練給付金や利子補給金等

を支給。各種セミナーを実施する。 
子育て政策課 

ひとり親家庭等日常生

活支援事業 

ひとり親家庭等が自立に必要な事由や疾病などによ

り、一時的に介護・保育などの支援が必要になった場

合に、家庭生活支援員を派遣する。 
子育て政策課 

 

（３）障がい児施策の充実 

 障がいのある子どもとその家庭に対して、一人ひとりの障がいに応じた、きめ細かい支援を行

っていきます。また、障がいの原因となる疾病や事故の予防及び早期発見・早期治療の推進を図る

ため、妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校等における健康診断等を実施します。地域の中で

安心して生活ができるよう、保健、医療、福祉、教育等の各施策の円滑な連携を図ります。 

事業名 事業内容 担当課 
障がい児保育促進事業

（再掲） 
障がいのある児童の保育体制の充実を図るため、保

育士の雇用を促進させる。 
保育課 

障がい児通所支援事業 

障がい児や発達に課題のある児童が、児童発達支

援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の

事業を利用し、生活能力の向上、集団生活への適応

等に必要な訓練、その他のサービスを受けることを

支援する。 

障がい福祉課 

保育所等訪問支援事業 
臨床心理士、保健師等により、発達に課題のある児

童を養育する保護者からの相談を受ける。 
子ども青少年

支援課 

障害児通園施設「つくし

んぼ教室」運営事業 

障がい児及び発達に課題のある児童に対し、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及

び集団生活への適応訓練等を行う障害児通園施設

「つくしんぼ教室」を運営する。 

子ども青少年

支援課 

おだわら子ども若者教育

支援センター運営事業

（再掲） 

「おだわら子ども若者教育支援センター」を設置

し、妊娠期から乳幼児期・学齢期・青壮年期に至る

まで、教育と福祉が連携した、ライフステージに応

じた切れ目のない相談支援を行う。 

子ども青少年

支援課 

心身障害児福祉手当給付

事業 
心身に障がいを有する児童の生活の向上と福祉の

増進を図るため、保護者に対し手当を支給する。 
障がい福祉課 

育成医療給付事業（再掲） 
障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため

医療が必要である児童に対し、手術、継続的治療に

要する医療費の一部を負担する。 
障がい福祉課 

障がい児医療的ケア支援

事業 

医療的ケア児の日中活動の場を確保するため、看護

師を配置し医療的ケア児を受け入れている放課後

等デイサービス事業所に対し、費用の一部を助成す

る。 

障がい福祉課 
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事業名 事業内容 担当課 

障がい児ケア付き通学支

援事業 

医療的ケア児の通学に付き添う保護者の負担を軽

減するため、保護者に代わり看護師等が同行し、医

療的ケア児の通学を支援する。 

障がい福祉課 

軽度・中等度難聴児補聴

器支給事業 

障害者総合支援法に基づく補装具費の支給対象と

ならない軽度・中等度難聴児を対象に、言語の習得

やコミュニケーション能力の向上を支援するため、

補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成

する。 

障がい福祉課 

支援教育推進事業（再掲） 
支援を必要とする児童生徒への個別支援員の配置、

特別支援教育相談、就学相談の実施、通級指導教室

の運営及び日本語指導協力者の派遣を行う。 
教育指導課 

母子健康教育事業（再掲） 

妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活を

送り、安全に出産が迎えられるようにママパパ学級

を行う。乳幼児を持つ親等を対象に、子育て応援講

座で育児に関する情報を提供し、親子教室で育児不

安の軽減を図るための教室を実施する。 

健康づくり課 

妊婦・産婦健康診査事業

（再掲）★ 
妊娠中に 14 回まで妊婦健康診査費用、産後２回の

産婦健康診査費用の一部を助成する。 
健康づくり課 

乳幼児健康診査事業（再

掲） 

保健センターや指定医療機関において、４か月児健

康診査、８～９か月児健康診査、１歳６か月児健康

診査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診査と乳幼

児事後検診を実施する。また、未就園等の４歳・５

歳児に尿検査を実施する。 

健康づくり課 

子育て世代包括支援セン

ター（再掲）★ 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育

児に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相談な

どに対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 
健康づくり課 

母子訪問指導事業(再掲)
★ 

妊婦や乳幼児を持つ家庭に保健師等が訪問を行い、

発達の確認、妊娠や育児に関する保健指導や情報提

供を行う。 
健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業

（こんにちは赤ちゃん事

業）（再掲）★ 

生後４か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対す

る助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適切な

サービス提供につなげる。 
健康づくり課 

育児相談事業（再掲） 
保健師等が保健センターや子育て世代包括支援セ

ンターで、電話や来所による相談を実施するほか、

地区公民館等での出張相談を行う。 
健康づくり課 

教育相談等充実事業（再

掲） 

支援を必要とする児童生徒や保護者等を対象とし

た子ども若者教育支援センターにおける教育相談、

学校におけるスクールカウンセラー等による相談

対応のほか、不登校の児童生徒の状況の改善を図る

ため、教育相談指導学級、校内支援室、不登校生徒

訪問相談員等による支援を行う。 

教育指導課 

 
 
 
 
 



83 

基本施策８ 子どもの貧困対策の推進 

 

すべての子どもの現在と将来が、生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代を

超えて連鎖することのないよう、子どもの貧困対策を総合的に推進します。 

推進に向けては、「小田原市子どもの貧困対策推進計画」を策定し、「教育の支援」「生活の安

定に資するための支援」「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための支援」「経済的支

援」「子どもの成長や発達を支える支援の充実」の５つの重点施策に沿って、計画的に取り組んで

いきます。〔第６章 子どもの貧困対策推進に関する法律に基づく「小田原市子どもの貧困対策推

進計画」について（P.110）〕 
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第５章 子ども・子育て支援法に基づく実施計画 

１．子ども・子育て支援法に基づいて記載する内容 

「第４章 施策の展開」で位置付けた事業のうち、子ども・子育て支援法（以下、この章にお

いて「法」という。）に基づき定めなければならない具体的な実施計画として、「（１）子ど

ものための教育・保育給付に係る幼児期の教育・保育」、「（２）地域子ども・子育て支援事

業」などについて記載します。 

これらについては、子育て世帯のニーズに基づく「量の見込み」と、それに対するサービス

の提供量を「確保内容」として定めます。また、教育・保育については、法に基づき、市内を

4 区域に分けて定めます。 
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（１）子どものための教育・保育給付に係る幼児期の教育・保育 

子どものための教育・保育給付は、子ども・子育て支援新制度の対象で一定の基準を満たす

幼稚園、認定こども園、保育所、小規模保育事業等を利用するための給付制度です。保護者に

対して直接現金を給付するのではなく、対象となる施設等が保護者に代わって給付を受領し、

保護者に教育・保育を提供します。 

幼稚園、保育所、認定こども園の「教育・保育施設」の利用に対する給付を「施設型給

付」、小規模保育事業、家庭的保育事業などの「地域型保育事業」の利用に対する給付を「地

域型保育給付」といいます。 

 

区分 施設・事業名 概要 

施
設
型
給
付 

幼稚園 ３～５歳の子どもを対象に１日４時間程度の幼児教育の提供を行

う。 

保育所 ０～５歳までの、就労などにより保護者が保育できない子どもを

対象に保育の提供を行う。就労時間等によって１日８時間までの

短時間保育と 11 時間までの標準時間保育に分かれる。 

認定こども園 幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、０～５歳までの保育の必要な

子どもと３～５歳までの保育が必要でない子どもの両方を対象と

して、教育・保育の提供を行う。 

地
域
型
保
育
給
付 

小規模保育事業 ０～２歳の保育の必要な子どもを対象に、定員６～19 人の少人数

の環境で保育を提供する。 

家庭的保育事業 ０～２歳の保育の必要な子どもを対象に、定員５人以下で保育者

の自宅等で保育を提供する。 

居宅訪問型保育事業 特別な対応が必要な子どもに対して、子どもの居宅等で保育者が

１対１で保育を提供する。 

事業所内保育事業 病院や企業などが、従業員の子どもを預かるために運営する保育

施設で、地域の保育の必要な子どもにも併せて保育を提供する。 

 

 

施設型給付、地域型保育給付の利用を希望する子育て世帯は、子どもの年齢と保育の必要性

の有無に応じて「認定」を受ける必要があります。「認定」は３区分に分かれています。 

 

認定区分 対象者 対象施設・事業 

１号認定 
子どもが満 3 歳以上で幼児期の教育を希望する場合 

（法第 19 条第 1 項第 1 号） 

幼稚園、認定こども園 

２号認定 
子どもが満 3 歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育を希望する場合。（法第 19 条第 1 項第 2 号） 

保育所、認定こども園 

３号認定 
子どもが満 3 歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当

し、保育を希望する場合。（法第 19 条第 1 項第 3 号） 

保育所、認定こども園、 

地域型保育事業 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

地域の実情に応じて必要な子ども・子育て支援を行うため、法においては、次の事業が「地

域子ども・子育て支援事業」として位置付けられており、地域の実情に応じて必要な子ども・

子育て支援を行っていきます。 

事業名 事業の概要 
地域子育て支援拠点事業 
（子育て支援センター、 

地域子育てひろば） 

未就園児の保護者同士の交流や、育児不安に対する相談、子育て

に関する情報提供等ができる場を整備、運営する。 

一時預かり事業 通院や冠婚葬祭、保護者の不定期の就労、リフレッシュ等の理由

で、保育所や幼稚園等で子どもの一時的な預かりを行う。 

ファミリー・サポート・セン

ター事業 
育児支援を受けたい人と育児支援ができる人がそれぞれ会員とな

ることで、相互に預かり等を行う。 

病児・病後児保育事業 子どもが病気中や病気回復期にあって、集団保育や幼稚園での生

活ができないときに、専任看護師を配置し医療機関との連携体制

を整えた施設で保育を行う。 
利用者支援事業 子育て世帯の身近な場所で、保育所や幼稚園の利用等についての

相談対応や、子ども・子育て支援に関する情報提供を行う。提供

場所や目的により基本型、特定型及び母子保健型に類型が分かれ

ている。 
子育て世代包括支援センター 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々

な悩みに、保健師等専門職が相談などに対応し、妊娠期からの早

期支援を行う。 
妊婦健康診査事業 妊婦の健康の保持増進を図り、安心して出産に臨めるよう健診を

行い、その費用の一部を助成する。 
乳児家庭全戸訪問事業 
（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て情報

の提供や相談に対する助言を行う。 

養育支援訪問事業 保護者の養育支援が必要な家庭に対し、保育士等が訪問し指導・

助言を行うことで、適切に養育ができるよう支援を行う。 

放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 

就労等により、昼間家庭に保護者のいない児童に対して、放課後

の居場所を提供する。 

延長保育事業 保育所において、保護者の就労状況等に対応するため、通常の利

用時間を超えて保育の提供を行う。 

子育て短期支援事業 
（ショートステイ、 

トワイライトステイ） 

保護者の疾病等により子どもの養育が困難な場合等に、夜間や宿

泊による預かりを、児童養護施設等において実施する。 

実費徴収に係る補足給付を行

う事業 
世帯所得に応じて、幼児期の教育・保育を受けるために要する日

用品、文房具、行事参加に係る実費負担及び教育を受けるために

要する副食費に係る実費負担に対する助成を行う。 
多様な主体が参入することを

促進するための事業 
幼児期の教育・保育施設への民間事業者の参入促進に関する調査

研究、多様な事業者の能力を活用した幼児期の教育・保育施設な

どの設置や運営を促進するための取組を行う。 
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（３）子育てのための施設等利用給付 

令和元年 10 月からの「幼児教育・保育の無償化」に伴い、新たに「子どものための教育・保

育給付」の対象とならない教育・保育サービスの利用料に対して給付を受けることのできる制

度が創設されました。 

 

区分 施設・事業名 概要 

子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付 

幼稚園 

（新制度未移行園） 

3～5 歳の子どもを対象に 1 日 4 時間程度の幼児教育の提供

を行う。（子どものための教育・保育給付の対象ではない

園） 

幼稚園・認定こども園

（幼稚部）の預かり保育 

幼稚園または認定こども園の幼稚部に通っている子どもを対

象に基本教育時間の前後で家庭において保育を受けることが

困難な子どもを預かり、必要な保育の提供を行う。 

認可外保育施設 県の認可を受けていない施設で、子どもを預かり、保育を提

供する。（児童の家庭に訪問し保育等の提供を行ういわゆる

ベビーシッターも認可外保育施設に分類される） 

ファミリー・サポート・

センター事業 

育児支援を受けたい人と育児支援ができる人との相互援助活

動により、必要な支援を提供する。 

一時預かり事業 保護者の就労、通院や冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育す

ることができなくなった児童を預かり、保育を提供する。 

病児・病後児保育事業 病気中又は病気回復期にあり、保育所等での生活ができない

子どもを一時的に預かり、保育を提供する。 

特別支援学校（幼稚部） 障がいを持つ子どもを対象に幼児教育の提供を行う。 

   ※幼稚園、特別支援学校（幼稚部）以外の施策・事業については、保育の必要性がある場合のみ、給付の対象となります。 

 

子育てのための施設等利用給付を希望する子育て世帯は、子どもの年齢と保育の必要性の有

無に応じて「認定」を受ける必要があります。「認定」は次の３区分に分かれています。 

認定区分 対象者 対象施設・事業 

新 1 号認定 
子どもが満 3 歳以上で幼児期の教育を希望する場合 

（法第 30 条の 4 第 2 号） 

幼稚園、特別支援学校等 

新 2 号認定 

子どもが満 3 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日を経

過しており、「保育を必要とする事由」に該当し、保育

を希望する場合。     （法第 30 条の 4 第 2 号） 

幼稚園、特別支援学校（満３歳 

入園児は新３号、年少児からは 

新２号） 

認可外保育施設、預かり保育事

業、一時預かり事業、病児・病後

児保育事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業（２歳児まで新

３号、３歳児からは新２号） 

新 3 号認定 

子どもが満 3 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日まで

の間にあり、「保育を必要とする事由」に該当し、保育

を希望する場合。ただし、保護者及び同一世帯員が住民

税非課税等の特定の世帯のみ。（法第 30 条の 4 第 3

号） 
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２．区域の設定 

子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたり、「量の見込み」、「確保内容」を設定す

る単位として、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動し、サービスを利

用することができる区域を設定することとされています。 

本市における区域の設定については、市の中央を流れる酒匂川により東西に分け、さらに、

幼稚園、保育所等の施設の配置状況や生活圏などを鑑みて、川西地区、川東地区をそれぞれ南

北に分けて区域を設定しました。 

この４つの区域ごとに教育・保育のニーズを把握し、確保内容の検討を行いました。 

＜川西北部＞ 

東富水地区、富水地区、桜井地区 

＜川東北部＞ 

豊川地区、上府中地区、下曽我地区、曽我地区 

＜川西南部＞ 

緑地区、新玉地区、万年地区、幸地区、十字地区、足柄地

区、芦子地区、二川地区、久野地区、大窪地区、早川地区、 

山王網一色地区、片浦地区 

＜川東南部＞ 

下府中地区、富士見地区、国府津地区、 

酒匂･小八幡地区、前羽(橘南) 地区、 

橘北地区 

   保育所 

   幼稚園 

   認定こども園 

    小規模保育事業 
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【区域内の概況】 

区域 就学前児童数 就学児童数 対象世帯数 幼稚園施設数 
保育所施設数 

(小規模・分園を含む)  

認定こども園 

施設数 

全市 8,324 人 9,169 人 11,212 世帯 16 か所 44 か所 2 か所 

 川西北部 1,793 人 1,936 人 2,398 世帯 4 か所 9 か所 1 か所 

川東北部 1,329 人 1,483 人 1,758 世帯 1 か所 9 か所  

川西南部 2,704 人 2,992 人 3,649 世帯 6 か所 14 か所 1 か所 

川東南部 2,498 人 2,758 人 3,407 世帯 5 か所 12 か所  

令和元年 10 月 1 日現在 

 

 

【区域ごとの年齢別待機児童の状況】 

区域 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 合計 

全市 0 人 6 人 2 人 2 人 1 人 0 人 11 人 

 川西北部 0 人 3 人 2 人 0 人 0 人 0 人 5 人 

川東北部 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

川西南部 0 人 2 人 0 人 1 人 0 人 0 人 3 人 

川東南部 0 人 1 人 0 人 1 人 1 人 0 人 3 人 

平成 31 年 4 月 1 日現在 
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【計画期間における区域ごとの推計児童人口】 

量の見込みと確保内容を設定するための基礎的な児童数として、コーホート変化率法によ

り、過去の児童人口の実績に基づく「変化率」から将来人口の推計を行いました。 

＜全市＞ 

年齢区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０歳 1,173 1,149 1,127 1,106 1,088 
１歳 1,211 1,186 1,163 1,141 1,119 

２歳 1,147 1,193 1,168 1,145 1,124 
３歳 1,262 1,139 1,185 1,160 1,138 

４歳 1,287 1,260 1,139 1,183 1,159 
５歳 1,378 1,292 1,265 1,143 1,188 

６～１１歳 8,955 8,766 8,534 8,345 8,008 

＜川西北部＞ 

年齢区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

０歳 252 247 242 238 234 
１歳 279 273 267 262 258 

２歳 259 270 265 259 254 
３歳 243 219 228 223 218 

４歳 274 268 242 252 247 
５歳 288 270 265 239 249 

６～１１歳 1,915 1,878 1,827 1,787 1,715 

＜川東北部＞ 

年齢区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
０歳 161 158 155 152 149 

１歳 179 175 172 169 166 
２歳 185 193 188 185 181 

３歳 207 187 195 191 187 
４歳 208 203 184 191 188 

５歳 250 235 229 207 215 
６～１１歳 1,429 1,398 1,360 1,329 1,276 

＜川西南部＞ 

年齢区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
０歳 376 368 361 354 349 

１歳 399 391 384 376 369 
２歳 369 383 375 368 361 

３歳 447 404 420 411 403 
４歳 401 392 354 368 361 

５歳 446 418 410 370 384 
６～１１歳 2,927 2,861 2,790 2,726 2,617 

＜川東南部＞ 

年齢区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
０歳 384 376 369 362 356 

１歳 354 347 340 334 327 
２歳 334 347 340 333 327 

３歳 365 330 343 336 329 
４歳 404 396 357 371 364 

５歳 394 369 362 327 340 
６～１１歳 2,684 2,629 2,557 2,503 2,400 

単位：人 
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３．幼児期の教育・保育の量の見込みと提供体制の確保内容 

（１）各年度における幼児期の教育・保育の量の見込みと確保内容 

ニーズ調査に基づく利用希望と計画期間における推計児童数を基に、利用実績の傾向や今

後の女性の就労率の伸びを見込んだ上で、幼児期の教育・保育の「量の見込み」を推計しま

した。この「量の見込み」に対し、教育・保育施設や地域型保育事業による保育の受け皿を

「確保内容」として定め、国の「子育て安心プラン」に基づき、令和２年度末までに待機児

童を解消することを前提としつつ、計画の最終年次である令和６年度には、個別の計画区域

内においても「量の見込み」に対して不足が生じないよう取組を進めます。 

 

① 全市 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

0 歳 1-2 歳 0 歳 1-2 歳 0 歳 1-2 歳 

① 量の見込み 1,593 2,119 241 1,115 1,511 2,062 255 1,171 1,475 2,046 256 1,191 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

2,518 2,124 245 925 2,518 2,143 231 946 2,518 2,136 231 953 

地域型保育

事業 
0 0 42 145 0 0 45 161 0 0 45 161 

その他施設※ 0 1 10 38 0 115 14 68 0 115 14 84 

②確保内容 
合計 

2,518 2,125 297 1,108 2,518 2,258 290 1,175 2,518 2,251 290 1,198 

過不足（②－①） 925 6 56 △7 1,007 196 35 4 1,043 205 34 7 

※幼稚園＋預かり保育（２号）、企業主導型保育事業（地域枠）を含む 

 令和５年度 令和６年度 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

0 歳 1-2 歳 0 歳 1-2 歳 

① 量の見込み 1,438 2,028 258 1,213 1,426 2,053 261 1,231 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

2,358 2,167 234 969 2,238 2,225 243 1,005 

地域型保育

事業 
0 0 45 161 0 0 49 176 

その他施設 0 115 14 84 0 115 14 84 

②確保内容 
合計 

2,358 2,282 293 1,214 2,238 2,340 306 1,265 

過不足（②－①） 920 254 35 1 812 287 45 34 

 

単位：人 

1 号・・・3 歳以上で、幼稚

園等での教育を希望する者 

2 号・・・3 歳以上で、保育

所等での保育を希望する者 

３号・・・3 歳未満で、保育

所等での保育を希望する者 
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全市での、教育・保育のニーズに対する受け皿の確保の状況は、令和２年度時点の推計児童

数から見ると、3～5 歳の教育ニーズ（1 号認定）が 158.1％、3～5 歳の保育ニーズ（2 号認

定）が 100.3％、0 歳の保育ニーズ（3 号認定）が 123.2％、1～2 歳の保育ニーズ（3 号認

定）が 99.4％となっており、1～2 歳児の保育ニーズに対する受け皿に若干の不足が見込まれ

ますが、ほぼ充足している状況です。 

 

しかし、区域ごとにニーズと受け皿のバランスが異なっており、区域によっては受け皿の不

足が見込まれるため、保育の環境整備については、区域ごとに課題と特徴をとらえた上で、整

備を進めていきます。 

なお、教育の環境整備については、幼稚園は、通園バスの運行等により区域をまたがった広域

的な利用が一般的であることから、市全域で「量の見込み」に対する「確保内容」をとらえるこ

ととします。また、預かり保育の拡充や２歳児受け入れの促進、認定こども園への移行など、ニ

ーズと区域の課題を踏まえて適切な提供体制を整えていきます。 

 

【計画期間における満 3 歳未満の保育利用率】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①3 歳未満の推計児童人口 3,531 人 3,528 人 3,458 人 3,392 人 3,331 人 

②3 歳未満の利用定員の見込み 1,405 人 1,465 人 1,488 人 1,507 人 1,571 人 

保育利用率（②／①） 39.8% 41.5% 43.0% 44.4% 47.2% 
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② 川西北部 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

① 量の見込み 350 405 68 250 311 404 77 265 303 413 75 271 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

617 365 47 163 617 365 47 163 617 365 47 163 

地域型保育

事業 
0 0 13 44 0 0 13 44 0 0 13 44 

その他施設※ 0 0 0 7 0 40 0 7 0 40 0 23 

②確保内容 
合計 

617 365 60 214 617 405 60 214 617 405 60 230 

過不足（②－①） 267 △40 △8 △36 306 1 △17 △51 314 △8 △15 △41 

※幼稚園＋預かり保育（２号）、企業主導型保育事業（地域枠）を含む 

 令和５年度 令和６年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

① 量の見込み 294 422 74 278 294 428 73 281 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

617 365 47 163 497 423 56 199 

地域型保育

事業 
0 0 13 44 0 0 17 59 

その他施設 0 40 0 23 0 40 0 23 

②確保内容 
合計 

617 405 60 230 497 463 73 281 

過不足（②－①） 323 △17 △14 △48 203 35 0 0 

 

川西北部は待機児童が多いことから、これまでも待機児童対策を重点的に進めてきた区域で

す。 

保育所が 7 施設、幼稚園が 4 施設、認定こども園が 1 施設、小規模保育事業所が 1 施設と

企業主導型保育事業所が 1 施設ありますが、令和２年度時点での推計児童数における保育ニー

ズの充足率を見ると、0 歳児が 88.2％、1～2 歳児が 85.6％、3～5 歳児の保育利用が 90.1％

となっており、1～2 歳児を中心に保育の受け皿の不足が見込まれます。 

 

単位：人 
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0～2 歳の保育ニーズに対応でき、かつ早期開設の見込める小規模保育事業等の地域型保育事

業による確保のほか、幼稚園における預かり保育の拡充や２歳児受け入れの促進も含め、保育

の受け皿の確保を進めていきます。 

また、教育の受け皿に余剰が発生している状況を踏まえ、公立施設の統廃合や認定こども園

の整備等を進め、幼児教育・保育の一体的提供による質の向上と保育の受け皿確保を図ってい

きます。 
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③ 川東北部 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 
2

号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

①量の見込み 283 398 30 170 276 375 31 177 270 365 31 179 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

175 359 31 135 175 369 25 148 175 362 25 155 

地域型保育

事業 
0 0. 9 29 0 0 9 29 0 0 9 29 

その他施設※ 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 

②確保内容 
合計 

175 359 40 164 175 379 34 177 175 372 34 184 

過不足（②－①） △108 △39 10 △6 △101 4 3 0 △95 7 3 5 

※幼稚園＋預かり保育（２号）、企業主導型保育事業（地域枠）を含む 

 令和５年度 令和６年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

① 量の見込み 263 353 31 181 260 354 31 184 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

175 362 25 155 175 362 25 155 

地域型保育

事業 
0 0 9 29 0 0 9 29 

その他施設※ 0 10 0 0 0 10 0 0 

②確保内容 
合計 

175 372 34 184 175 372 34 184 

過不足（②－①） △88 19 3 3 △85 18 3 0 

 

川東北部は、4 区域の中では児童数が最も少ない区域です（令和２年度の 0～5 歳の推計児

童数は 1,190 人）。 

保育所が 6 施設（ほか分園が 2 施設）、幼稚園が 1 施設、小規模保育事業所が 2 施設あり

ますが、令和２年度時点での推計児童数における保育ニーズの充足率を見ると、1～2 歳児が

96.5％、3～5 歳児の保育利用が 90.2％となっており、3～5 歳児を中心に若干の保育の受け皿

不足が見込まれます。 

既存の保育所の定員変更など保育施設における対応を中心に、幼稚園における預かり保育の

拡充による確保も含め、保育の受け皿の確保を進めていきます。 

単位：人 
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なお、1 号定員について不足が見込まれますが、幼稚園のニーズについては、通園バスの利用に

より他の区域の施設を利用している世帯が多くいることから、充足しているものと見込みます。 
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④ 川西南部 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

①量の見込み 461 749 85 393 448 729 91 411 438 710 97 417 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

833 916 102 389 833 916 102 389 833 916 102 389 

地域型保育

事業 
0 0 9 39 0 0 9 39 0 0 9 39 

その他施設※ 0 0 8 20 0 0 12 32 0 0 12 32 

②確保内容 
合計 

833 916 119 448 833 916 123 460 833 916 123 460 

過不足（②－①） 372 167 34 55 385 187 32 49 395 206 26 43 

※幼稚園＋預かり保育（２号）、企業主導型保育事業（地域枠）を含む 

 令和５年度 令和６年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

①量の見込み 427 690 102 423 423 689 108 429 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

833 916 102 389 833 916 102 389 

地域型保育

事業 
0 0 9 39 0 0 9 39 

その他施設※ 0 0 12 32 0 0 12 32 

②確保内容 
合計 

833 916 123 460 833 916 123 460 

過不足（②－①） 406 226 21 37 410 227 15 31 

川西南部は、４区域の中では推計児童数が最も多い区域です（令和２年度の 0～5 歳の推計児童数は

2,438 人）。 

保育所が 11 施設、幼稚園が６施設、認定こども園が 1 施設、小規模保育事業所が３施設に加えて企

業主導型保育事業所が２施設あり、施設数も最も多くなっています。 

令和２年度時点での推計児童数における保育ニーズの充足率を見ると、全ての年齢区分で 100%を超

えています。 

区域内の定員には余裕がありますが、市の広域中心拠点である小田原駅周辺においてはアクセスがし

やすく他区域の受け皿としての利用や市外通勤者などの利用も想定されるため、適切にニーズを見込み

ながら、より利用し易い環境を整えていきます。 

単位：人 
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⑤ 川東南部 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

①量の見込み 499 567 58 302 476 554 56 318 464 558 53 324 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

893 484 65 238 893 493 57 246 893 493 57 246 

地域型保育

事業 
0 0 11 33 0 0 14 49 0 0 14 49 

その他施設※ 0 1 2 11 0 65 2 29 0 65 2 29 

②確保内容 
合計 

893 485 78 282 893 558 73 324 893 558 73 324 

過不足（②－①） 394 △82 20 △20 417 4 17 6 429 0 20 0 

※幼稚園＋預かり保育（２号）、企業主導型保育事業（地域枠）を含む 

 令和５年度 令和６年度 

1 号 2 号 

3 号 

1 号 2 号 

3 号 

0 歳 
1-2

歳 
0 歳 

1-2

歳 

①量の見込み 454 563 51 331 449 582 49 337 

確
保
内
容 

教育・保育 
施設 

733 524 60 262 733 524 60 262 

地域型保育

事業 
0 0 14 49 0 0 14 49 

その他施設※ 0 65 2 29 0 65 2 29 

②確保内容 
合計 

733 589 76 340 733 589 76 340 

過不足（②－①） 279 26 25 9 284 7 27 3 

川東南部は、待機児童が多いことから、待機児童対策を重点的に進めてきた区域です。 

保育所が 8 施設（ほか分園が 1 施設）、幼稚園が 5 施設、小規模保育事業所が 3 施設に加えて

企業主導型保育事業所が 1 施設ありますが、令和２年度時点での推計児童数における保育ニーズの

充足率を見ると、1～2 歳児が 93.4％、3～5 歳児の保育利用が 85.5％となっており、3～5 歳児を

中心に保育の受け皿不足が見込まれます。 

低年齢児の保育ニーズに対応でき、かつ早期開設の見込める小規模保育事業等の地域型保育事業

による確保のほか、幼稚園における預かり保育の拡充、２歳児受け入れの促進や認定こども園へ

の移行促進、認可保育所の定員変更など、様々な方策を活用しながら、保育の受け皿の確保を進め

ていきます。 

単位：人 単位：人 
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なお、区域内にある橘地区には保育所がないことに加えて、同地区内の公立幼稚園の利用者が大

幅に減少していることにより適切な教育環境の確保が課題であるという点も踏まえ、公立幼稚園の

統廃合や認定こども園の整備等を進め、幼児教育・保育の一体的提供による質の向上と保育の受け

皿確保を図っていきます。 
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（２）教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保について 

 

法では、幼児教育・保育が適切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、

質の確保及び向上を図ることが重要であるとしています。 

そのための方策として、教育・保育の一体的提供と、質の向上を含む推進体制の内容につい

て次のように定めます。 

① 認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況や世帯のニーズに柔

軟に対応し、子どもを受け入れることができます。また、その施設の特性から教育と保育の一

体的な提供の場としてはもちろんのこと、定員に余裕のある幼稚園からの移行など、保育ニー

ズに対する受け皿の確保方策という点でも有効であると捉えています。 

本市では、公立幼稚園・保育所の今後のあり方として、教育・保育の一体的な実践に基づく

研究機能の役割とニーズを量的・地域的に補完する役割を果たすため、公立認定こども園の整

備を具体的に進めていきます。さらに、教育・保育環境を全市的に拡充する観点から、民間施

設の意向に沿いながら、認定こども園への移行に向けた支援を行うなど、普及に向けた取組を

進めていきます。 

 

② 質の高い教育・保育の必要性等に係る基本的な考え方と推進方策 

乳幼児期は、将来にわたる人格形成の基礎が培われる大切な時期であり、幼児教育・保育の

質の向上を図ることは、子どもの健やかな成長を促す上で重要な意義があることから、様々な

観点から取組を進めることが必要と考えます。 

市では、幼児教育・保育の質の確保の重要性を踏まえ、平成 31 年３月に公立施設の今後の方

向性などを定めた「小田原市公立幼稚園・保育所の今後のあり方」を取りまとめました。ま

た、公立・私立・保育所・幼稚園等の枠組みを超えて、質の向上に係る意見交換の場を継続的

に持ち、現場における自主的な質の向上の取組を支援するほか、大学等との連携により専門的

な立場から教育・保育現場に対する支援を行う「幼児教育・保育アドバイザー事業」の実施な

どの取組を進めていきます。 

特に、小規模保育事業については、０から２歳児の低年齢児を対象にしていることもあり、

よりきめ細やかで質の高い保育が求められます。また、短期間に多くの施設が整備されてきた

経緯も踏まえ、認可権者である本市が適切に指導・調整などを行うことで、子どもが健やかに

成長する環境を整えていきます。 

また、発達障がい等の子どもへの支援を目的とした「早期発達支援事業」の一環として、保

育者の知識理解や支援技術の向上に向けて幼保の合同研修を実施するほか、外国につながる幼

児が増えている状況も踏まえ、当該幼児及びその保護者が教育・保育施設や子育てに係る支援

を円滑に利用できるよう、インクルーシブな環境づくりに向け取組の充実を図っていきます。 

さらには、近年都市部を中心に急激な保育所整備が進み、保育士に対する需要が高まる中、

本市においても課題となっている保育士の確保への対策として、保育士の処遇改善やキャリア
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アップ研修の実施など新規確保と離職防止の取組や、就職相談会の開催、ICT や保育補助者の

雇上など保育士の負担軽減に係る補助事業の実施、保育の必要性のある保育士の優先入所など

様々な取組を進めていきます。これにより、保育士が安心して働ける環境を整備することで、

教育・保育の質の向上に繋げていきます。 

③ 幼稚園、保育所、小学校の連携について 

子どもの健やかな育ちのためには、就学後を見据えた一貫性のある教育・保育の提供が大切

であり、幼稚園、保育所等と小学校との円滑な接続について一層の充実が求められています。

就学前施設は、これまでも個々の施設ごと、あるいは中学校区単位で連携を図ってきており、

円滑な接続に努めていますが、今後、公立施設が連携の調整機能を担うなど、幼稚園、保育所

等と小学校との連携の促進に向け環境を整えていきます。 

④ 教育・保育施設と地域型保育事業者との連携について 

本市の課題である低年齢児の保育の受け皿確保のための方策として、０から 2 歳児を対象と

する小規模保育事業の整備が進んできており、本市では、その全てに 3 歳以降の受け皿となる

連携施設が設定されています。安心して保育を受けることができるよう、必要により市が調整

を行うなどしながら、引き続き、教育・保育施設と地域型保育事業者の連携体制の充実に努め

ていきます。 

 

（３）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施について 

 

令和元年 10 月からの幼児教育無償化の実施に伴い、新たに法に位置付けられた「子育てのた

めの施設等利用給付」は、急速な少子化の進行並びに幼児教育・保育の重要性に鑑み、子育て

家庭の経済的負担の軽減を図るため、幼児教育と保育等を行う施設等の利用に関する給付制度

として新たに創設されました。 

対象施設は、「子どものための教育・保育給付」の対象外の幼稚園、認可外保育施設、預か

り保育事業等であり、支給要件を満たした子どもが利用した際の費用を支給するものです。給

付にあたっては、保護者の経済的負担や利便性を考慮し、「子どものための教育・保育給付」

の対象外の幼稚園については、施設に対する代理受領により対応することとします。 

また、それ以外の施設等の利用にあたっては、利用状況を適切に把握する必要性から、保護

者からの申請に基づく償還払いにより対応することとしますが、対象施設と連携し事務処理体

制を整え、円滑な支給の実施に努めます。 
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４．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保内容 

（１）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター、地域子育てひろば） 

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 50,610 49,192 47,667 46,522 45,451 

確保内容 
（箇所数） 

子育て支援センター 4 4 4 4 4 

地域子育てひろば 24 24 24 24 24 

本市における地域子育て支援拠点事業には、子育て世帯の育児負担の軽減を目的として育児

不安等についての相談指導や子育てに関する情報の収集、提供及び講座等を実施する拠点とし

て市内４か所に整備している「子育て支援センター」と、地域における親同士の交流や情報交

換の場などの子育て支援機能として地区民生委員児童委員協議会などにより運営されている

「地域子育てひろば」があります。 

量の見込みは、対象年齢児童数の減少と利用実績から、減少すると見込みましたが、事業内

容の充実を図っていきます。 

 

（２）一時預かり事業（幼稚園在園児対象）  

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み 
（利用人数／

年） 

保育の必要性がある 
世帯による利用 

33,541 31,535 30,653 29,780 29,766 

上記以外の世帯によ

る利用 
10,533 9,903 9,626 9,352 9,348 

確保内容（人数／年） 34,000 37,000 40,000 40,000 40,000 

幼稚園の在園児を対象とした一時預かり事業は、通常の幼稚園の教育時間終了後に、保護者

の希望に応じて預かりを行う事業ですが、量の見込みについては、保護者が就労しているな

ど、保育の必要性があるものの幼稚園を利用している世帯によるニーズと、それ以外の、臨時

的な用事などを理由とするニーズを分けて見込んでいます。傾向として保育の必要性がある世

帯による利用希望が増えていることから、対応する日や時間の拡大など、幼稚園における預か

りの体制整備を促すことで対応をしていきます。 
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（３）一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 5,796 5,612 5,476 5,345 5,316 

確保内容

(利用人数) 

一時預かり事業 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ファミリー・サポート・ 

センター事業 
3,880 3,880 3,880 3,880 3,880 

子育て短期支援事業 
（トワイライトステイ） 

0 0 0 0 20 

保育の必要性などの要件にかかわらず、様々な理由から臨時的に発生する子どもの預かりニ

ーズについては、保育所における子育て支援の一つとして実施する「一時預かり事業」、一定

の研修を受けた子育て支援者が支援者の自宅などで預かりを行う「ファミリー・サポート・セ

ンター事業」において対応を行います。 

一時預かり事業については、利用者のニーズが増加している一方、事業に対応するための保

育士の確保が難しくなっている状況にあるため、実施施設の拡大と併せて保育士確保策も進め

ていきます。 

また、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）は、夜間に子どもの保育を行うことがで

きない場合に、児童養護施設等で預かりを行う事業ですが、令和６年度から市内の民間施設に

おいて対応を開始する見込みです。 

 

（４）病児・病後児保育事業  

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 4,618 4,471 4,364 4,260 4,221 

確保内容 
(人数／年) 

病児・病後児保育事業 4,504 4,504 4,504 4,504 4,504 

ファミリー・サポート・ 
センター事業 

(病児・病後児対応型) 
0 0 0 0 0 

病児・病後児保育事業は、子どもが病気中や病気からの回復期にあって、家庭で保育ができ

ないときに、専任看護師を配置し、医療機関との連携体制を整えた施設で保育を行う事業で

す。 
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本市には病児保育室が 1 か所、病後児保育室が 2 か所あり、一定の需要に対応できる体制が

確保されていますが、潜在的なニーズも捉えつつ、より利用し易い環境を整えていきます。 

 

（５）ファミリー・サポート・センター事業（就学児対象） 

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 2,674 2,674 2,674 2,674 2,674 

確保内容（人数／年） 2,674 2,674 2,674 2,674 2,674 

一定の研修を受けた子育て支援者が支援者の自宅などで預かりを行う「ファミリー・サポー

ト・センター事業」は、小学生の預かりも対象としています。放課後児童クラブが終了した後

の預かりや、学校から習い事に向かう際の送迎などが主なニーズとして見込まれますが、多様

なニーズに即した対応ができるよう支援会員の増加を図るなどの支援体制を整備していく必要

があります。 

（６）利用者支援事業  

基本型・特定型 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（箇所数） 5 5 5 5 5 

確保内容（箇所数） 5 5 5 5 5 

母子保健型 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（箇所数） 1 1 2 2 2 

確保内容（箇所数） 1 1 2 2 2 

 

利用者支援事業は、就学前の子育て世帯が、幼稚園や保育園、様々な子育て支援サービスを

使う上で、ニーズに沿った適切なサービスの提供を受けることができるよう、子育て世帯から

の相談に対応し、情報提供などの適切な支援を行う事業です。 

本市では予てより、市内４か所に設置している子育て支援センターにおいて、育児相談や子

育てに関する情報の収集及び提供の一環で支援事業を行っておりますが、近年の保育園や幼稚

園などの利用に対する相談へのニーズの高まりから、保育課の窓口に専門相談員（保育コンシ

ェルジュ）を配置しました。これに加え、妊娠期から子育て期における一貫した相談体制の整

備も必要とされていることを踏まえて、小田原市保健センター内に「子育て世代包括支援セン
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ターはっぴぃ」を開設しました。さらに、令和３年度には、おだわら子ども若者教育支援セン

ター内に「子育て世代包括支援センター（はっぴぃ）」の分室を設置しました。 

今後もニーズを捉えながら引き続き既存の体制を維持しつつ、必要な世帯がより利用し易い

環境となるようサービスの向上に努めていきます。 

 

（参考：事業類型と体制） 

基本型：子育て支援センター 

目的：子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用で

きるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施する。 

場所：身近な場所で日常的に利用できかつ相談機能を有する施設での実施とする。 

特定型：保育課窓口（保育コンシェルジュ） 

目的：待機児童の解消等を図るため、行政が地域連携の機能を果たすことを前提に主として保

育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施する。 

場所：市町村窓口での実施とする。 

母子保健型：小田原市保健センター（子育て世代包括支援センターはっぴぃ） 

目的：妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応

するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわ

たるまでの切れ目ない支援体制を構築する。 

場所：市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設での実施とする。 

 

（７）妊婦に対する健康診査 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 
対象人数 1,260 1,234 1,209 1,184 1,160 

健診回数 14,220 13,793 13,517 13,246 12,981 

確保内容 

実施場所 妊婦健診が可能な産婦人科を標榜している医療機関・助産院 

実施体制 

・神奈川県産科婦人科医会を介して健診費用の支払が可能な医療機関 

・直接委託契約している医療機関や助産院 

・その他の医療機関や助産院は受診者からの還付申請で対応 

検査項目 国が示す標準的な妊婦健康診査項目に準ずる 

実施時期 妊婦健康診査費用補助券交付日から出産の日まで 

 

妊婦健康診査は、厚生労働省の示す「標準的な健康診査の実施時期、実施回数及び内容につい

て」に基づき、医師や助産師が実施することになっており、本市では妊娠初期から出産に至る健

診について必要な回数分の費用補助(最大 14 回)が確保されています。 
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（８）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

量の見込み（人） 1,115 1,059 1,006 955 907 

確保内容 

実施体制（人） 24 27 29 31 33 

実施機関 市 市 市 市 市 

委託団体等 Ü Ü Ü Ü Ü 

 

乳児の健全育成を図るため、生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不

安や悩みを聞くほか、子育て支援に関する情報提供を行う事業です。実施内容に即した体制を

確保していきます。 

 

（９）養育支援訪問事業 

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（人） 10 10 10 10 10 

確保内容 

実施体制（人） Ü Ü Ü Ü Ü 

実施機関 市 市 市 市 市 

委託団体等 2 団体 2 団体 2 団体 2 団体 2 団体 

児童の適切な養育環境を確保するため、児童の養育について継続的な支援が必要な家庭に対

し、訪問による家事及び育児等の支援を実施する事業です。量の見込みに対応した実施体制を

確保しています。 
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（１０）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

   

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（人） 2,129 2,092 2,021 1,962 1,858 

量の見込

み（学年

ごと） 

１年生 630 630 589 577 521 

２年生 528 497 496 466 456 

３年生 482 480 452 452 423 

４年生 264 268 267 251 251 

５年生 146 140 143 141 133 

６年生 79 77 74 75 74 

確保内容 

登録児童数（人） 1,931 2,022 2,021 1,962 1,858 

定員数（人） 1,931 2,022 2,045 2,073 2,073 

クラブ数 42 42 42 42 42 

実施場所（箇所

数） 
25 25 25 25 25 

指導員配置数(人) 133 135 135 134 133 

  

 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、保護者が就労等により昼間家庭にいない 

小学校に就学している児童に、生活や遊びの場を提供し、適切な支援を行う事業です。本市で 

は、市内の全小学校に放課後児童クラブを設置しています。潜在ニーズも含めた量の見込みに 

対して、受け入れ可能となるよう施設の整備を行うとともに、必要な指導員を確保していきま 

す。潜在ニーズが早期に顕在化して定員が不足する場合は、放課後の時間だけ特別教室を借り 

るなどして、必要な定員の確保を図っていきます。 

また、本市では、放課後子ども教室が全小学校に設置済みであり、放課後児童クラブと放 

課後子ども教室どちらも同じ小学校内で実施しているという本市の特徴を生かして一体的な 

運営が行えるよう取組を進めていきます。 
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（１１）延長保育事業  

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 1,163 1,126 1,099 1,073 1,063 

確保内容（箇所数） 41 41 41 41 41 

保育所において、保護者が急な残業などにより、就労時間等に応じて認定された保育時間を

超えての利用が必要な場合に、保育の提供を行う事業です。現状で市内保育所の 91％に当たる

41 か所で延長保育を実施しています。 

（１２）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

量の見込み（利用人数／年） 0 0 0 0 20 

確保内容（人数／年） 0 0 0 0 20 

保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となっ

た場合等に、児童を施設等において一定期間、養育・保護を行う事業です。現在、養育が困難

である児童の保護については、児童相談所の一時保護により対応しています。さらに、令和６

年度からは、市内の民間施設においても対応を開始する見込みです。 

 

（１３）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

世帯所得に応じて、幼児期の教育・保育を受けるために要する日用品、文房具、行事参加に

係る実費負担及び教育を受けるために要する副食費に係る実費負担に対する助成を行う事業で

す。 

（１４）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

幼児期の教育・保育施設への民間事業者の参入促進に関する調査研究、多様な事業者の能力

を活用した幼児期の教育・保育施設などの設置や運営を促進するための事業です。 
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５． その他の記載事項 

子ども・子育て支援法に基づき、地域の実情に応じて定めるよう努めることとされた事項に

ついて、次のように定めます。 

（１）産休後、育休後における施設の円滑な利用の確保に関する事項 

 

産休・育休明けの希望する時期に保育を利用することができるよう、計画的に教育・保育

施設、地域型保育事業の整備を進めていくとともに、休業中の保護者に対して必要な情報を

適切に提供できるよう、相談支援の体制整備に努めていきます。 

 

 

（２）子どもの専門的な知識、技術を要する支援に関する県が行う施策との連携に関

する事項 

 

「児童虐待防止対策の充実」、「母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進」、「障がい児

施策の充実」に関して、神奈川県が実施する施策や関係機関との連携を密に図りながら進め

ていきます。 

 「児童虐待防止対策の充実」については、国が示す「児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン」に基づき、相談体制を強化していきます。 

 

 

（３）労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇

用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

       

仕事と家庭生活・子育てを両立させるため、ワークライフバランスについての講座の実施

や情報の提供等を積極的に行うとともに、子育て環境に応じた就労支援や多様な働き方に対

応した保育サービス、子育て支援サービスを充実させていきます。 
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第６章 子どもの貧困対策推進に関する法律に基づく「小田原市子

どもの貧困対策推進計画」について 

１．子ども・子育て支援事業計画への位置付け 

令和元年６月に「子どもの貧困対策推進法」が改正され、市町村における子どもの貧困対策推

進計画の策定が努力義務とされました。 

子どもの貧困対策は、子育て支援施策全般にまたがるため、関連施策と連携して取り組むこと

により、総合的かつ効果的に推進できることから、本市では、子育て支援に関して全方位的に網

羅されている「第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しに合わせ、本計画を

包含した計画とし、取り組んでいくこととしました。 

 

２．施策の展開 

子どもの貧困対策とは、経済的な困窮だけでなく、子どもの学習意欲の低下や生活習慣への影

響、自己肯定感の欠如など、子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼすことから、すべての子

どもが安心して自分らしく生きていけるよう、子どもとその家庭への支援を地域社会全体で取り

組んでいくことが必要です。 

また、SDGｓ（持続可能な開発目標）では、「誰ひとりとり残さない」をキーワードに、目標

１「貧困をなくそう」、目標３「すべての人に健康と福祉を」、目標４「質の高い教育をみんな

に」など、17 の目標が掲げられています。本市が令和 4 年３月に策定した「小田原市第 2 期

SDGｓ未来都市計画（2022～2044）」においては、「子ども・子育て支援」に関して、子育

てを社会で支える環境をつくること、安心して子育てができる環境の実現を目指すこと、子ども

が夢や希望をもって成長できるまちを目指すこととしています。 

これらを背景に、小田原市子どもの貧困対策推進計画では、「第４章 施策の展開」で位置付け

た事業のうち、貧困対策推進に資する事業を、内閣府「子供の貧困対策に関する大綱」に示され

た「教育の支援」「生活の安定に資するための支援」「保護者に対する職業生活の安定と向上に

資するための就労支援」「経済的支援」の４つの重点施策に加え、本市では、「子どもが成長・

発達する権利を保障する」ことが貧困対策推進には重要であるという考えから、「子どもの成長

や発達を支える支援の充実」を５つ目の重点施策として掲げ、それらを推進するための事業を重

点施策ごとに位置付けました。 

すべての子どもの現在と将来が、生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代

を超えて連鎖することのないよう、子どもの貧困対策を総合的に推進します。 

 

 

 



111 

【重点施策１】教育の支援 

 

すべての子どもが等しく教育の機会が得られるよう、就学の援助、学習の支援、体験活動の機

会の提供、その他貧困等生活上の困難な状況に直面する子どもに対し教育の支援を行います。 

 

事業名 事業内容 担当課 

教育相談等充実事業 支援を必要とする児童生徒や保護者等を対象と

した子ども若者教育支援センターにおける教育

相談、学校におけるスクールカウンセラー等によ

る相談対応のほか、不登校の児童生徒の状況の改

善を図るため、教育相談指導学級、校内支援室、

不登校生徒訪問相談員等による支援を行う。 

教育指導課 

学力向上支援事業 児童生徒にきめ細かな指導を行うため、少人数指

導スタッフや中学校教科非常勤講師を配置する

とともに、学力向上に向けた効果的な取組を行う

ため、児童生徒一人ひとりの学力の伸びに着目し

たステップアップ調査を実施する。 

教育指導課 

支援教育推進事業 支援を必要とする児童生徒への個別支援員の配

置、特別支援教育相談、就学相談の実施、通級指

導教室の運営及び日本語指導協力者の派遣を行

う。 

教育指導課 

児童生徒指導充実事業 小田原市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ問

題対策連絡会、いじめ予防教室等を開催するな

ど、いじめ防止対策を総合的に推進する。また、

生徒指導の課題に対応するため、中学校に生徒指

導員を派遣する。 

教育指導課 

公立幼稚園教育推進事業 公立幼稚園において、園児に学びの機会を提供す

るとともに、介助教諭を配置し支援を要する園児

の学びを支える。 

教育総務課 

児童生徒就学支援事業 経済的支援を必要とする児童生徒の家庭を対象

に、学校給食の現物給付、学用品費や通学費、新

入学用品費等について支援を行う。 

教育指導課 

高等学校等奨学金事業 経済的な支援を要する生徒の高等学校等への就

学に際し、奨学金を支給する。 

教育指導課 

部活動活性化事業 専門的な指導が可能な部活動指導員や部活動地

域指導者等の派遣を行うとともに、各種中学校大

会等の円滑な運営や参加生徒の経済的負担軽減

のための支援を行う。 

教育指導課 
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事業名 事業内容 担当課 

子どもの学習・生活支援事

業 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子ど

もを対象とする個別指導型の学習塾を開催し、併

せて、保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善

に関する支援を行う。 

福祉政策課 

放課後子ども教室推進事

業 

放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学

習やスポーツ、文化活動等の体験学習を行うとと

もに、地域の方々との交流活動の機会を提供す

る。 

教育総務課 

学校等アウトリーチ事業 次世代を担う子どもたちの豊かな情操を育み、創

造力や感性を刺激するため、市内公立小中学校等

を対象にアウトリーチ事業を開催し、本物の芸術

に触れる機会を設ける。 

文化政策課 

 

 

 

 

【重点施策２】生活の安定に資するための支援 

 

家庭の経済状況等に関わらず安心して子どもを産み育てられるよう、また、支援を要する子ど

もや家庭が安定した生活が送れるよう、切れ目のない相談支援が行える体制の充実や、安全・安

心して過ごせる場の提供及び社会との交流の機会の提供、その他生活の安定に資する支援の取組

を進めます。 

 

事業名 事業内容 担当課 

子育て世代包括支援セン

ター 

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や

育児に関する様々な悩みに、保健師等専門職が相

談などに対応し、妊娠期からの早期支援を行う。 

健康づくり課 

おだわら子ども若者教育

支援センター運営事業 

妊娠期から乳幼児期・学齢期・青壮年期に至るま

で、教育と福祉が連携した、ライフステージに応

じた切れ目ない相談支援を行うため「おだわら子

ども若者教育支援センター」において、相談者や

施設利用者（つくしんぼ教室、しろやま教室、通

級指導教室等）が安心して利用できる環境を整え

る。 

子ども青少年

支援課 
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事業名 事業内容 担当課 

子ども若者相談支援事業 児童及び妊産婦の福祉に関する家庭その他から

の相談、及び、ひきこもりや若年無業者（ニート）

など社会生活を円滑に営むことが難しい若者

（30 歳代まで）やその保護者等からの相談に応

じ、必要な調査、指導等を行う。また、小田原市

要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関の

連携による要保護児童等の適切な保護や支援を

実施する。 

子ども青少年

支援課 

母子訪問指導事業 妊婦や乳幼児を持つ親等に保健師等が家庭訪問

を行い、妊娠や育児に関する保健指導や情報提供

を行う。 

健康づくり課 

妊婦・産婦健康診査事業 妊娠中 14 回まで妊婦健康診査費用、産後 2 回の

産婦健康診査費用の一部を助成する。 

健康づくり課 

妊婦歯科健康診査事業 妊娠中に 1 回妊婦歯科健康診査を指定歯科医院

で実施する。 

健康づくり課 

母子健康教育事業 妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活

が送れ、安全な出産が迎えられるようにママパパ

学級を行う。乳幼児を持つ親等を対象に、育児に

関する情報を提供する子育て応援講座で育児不

安の軽減を図るための親子教室を実施する。 

健康づくり課 

乳児家庭全戸訪問事業（こ

んにちは赤ちゃん事業） 

生後 4 か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対

する助言や情報提供等を行い、要支援家庭には適

切なサービス提供につなげる。 

健康づくり課 

乳幼児健康診査事業 保健センターや指定医療機関において、4 か月児

健康診査、8～9 か月児健康診査、1 歳 6 か月児

健康診査、2 歳児歯科健康診査、3 歳児健康診査

と乳幼児事後検診を実施する。また、未就園等の

4 歳・5 歳児に尿検査する。 

健康づくり課 

子育て支援拠点管理運営

事業 

子育て支援センターを設置し、子育てひろばの運

営、育児不安等についての相談指導、子育てに関

する情報の収集及び提供、講座等の開催を通じ、

子育て家庭に総合的な支援を行う。 

子育て政策課 

地域子育てひろば事業 公民館など地域の身近な場所で「地域子育てひろ

ば」を実施し、未就園児の保護者同士の交流や情

報交換の場を提供する。 

子育て政策課 
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事業名 事業内容 担当課 

育児相談事業 センターや子育て世代包括支援センターで電話

や来所による相談を実施するほか、地区公民館等

での出張相談を行う。 

健康づくり課 

保育所等訪問支援事業 臨床心理士、保健師等により、発達に課題のある

児童を養育する保護者からの相談を受ける。 

子ども青少年

支援課 

生活困窮者自立相談支援

事業・就労支援事業 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につい

て、生活困窮者及びその家族その他関係者からの

相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、並び

に関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な

支援を包括的かつ計画的に行うことにより、生活

困窮者の自立を図る。 

福祉政策課 

家計改善支援事業 家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題

を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者と

一緒に家計の状況を明らかにして、家計の改善に

向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必

要な情報提供や専門的な助言を行う。 

福祉政策課 

母子家庭等自立支援事業

（相談等事業） 

母子・父子の自立を総合的に支援するため、母子・

父子自立支援員を設置し生活安定に向けた相談

業務を行うほか、各種セミナーを開催する。 

子育て政策課 

ひとり親家庭等日常生活

支援事業 

ひとり親家庭等が自立に必要な事由や疾病など

により、一時的に介護・保育などの支援が必要に

なった場合に、家庭生活支援員を派遣する。 

子育て政策課 

女性相談事業 相談員を配置し、配偶者からの暴力等保護を必要

とする女性への支援、一時保護、また、困難な問

題を抱える女性の相談に応じる。 

人権・男女共同

参画課 

ファミリー・サポート・セ

ンター運営事業 

公的サービスが提供されない保育施設等までの

送迎や保育等終了後の預かりなど、会員同士が支

えあう支援体制を整えることによって、仕事と育

児の両立を手助けするとともに、子育ての負担感

や不安感の軽減を図る。 

子育て政策課 

養育支援家庭訪問事業 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、児童の

養育について支援が必要な家庭（ヤングケアラー

に関する課題を抱える家庭を含む）に対し、訪問

による育児、家事等の援助や指導等、又は養育者

の身体的、精神的不調状態に対する相談や指導を

行い、当該家庭における適切な子どもの養育環境

を確保する。 

子ども青少年

支援課 
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事業名 事業内容 担当課 

市営住宅への入居優遇（ひ

とり親） 

ひとり親の市営住宅への入居にあたり、優先度を

高めるよう配慮する。 

建築課 

市営住宅考査時の配慮 考査入居の住宅困窮度を点数化するにあたり、子

育て世帯に加点し、入居しやすくなるよう配慮す

る。 

建築課 

子どもの居場所づくり事

業 

地域の大人が地域の子どもを見守り、子どもが安

心して集まり活動できる居場所づくりを支援す

る。 

青少年課 

児童プラザ管理運営事業 ０歳から小学６年生までの子どもが楽しく安全

に遊ぶことが出来る屋内遊び場を運営する。 

子育て政策課 

公立幼稚園教育推進事業 

（再掲） 

公立幼稚園において、園児に学びの機会を提供す

るとともに、介助教諭を配置し支援を要する園児

の学びを支える。 

教育総務課 

 

 

 

 

【重点施策３】保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

 

安定した職業生活が送れるよう、貧困等の生活上の困難に直面する保護者に対する職業訓練の

実施等、保護者への就労支援のために必要な取組を進めます。 

 

事業名 事業内容 担当課 

生活困窮者自立相談支援

事業・就労支援事業（再掲） 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につい

て、生活困窮者及びその家族その他関係者からの

相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、並び

に関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な

支援を包括的かつ計画的に行うことにより、生活

困窮者の自立を図る。 

福祉政策課 

母子家庭等自立支援事業

（給付事業） 

母子家庭等の母等の主体的な能力開発の支援や自

立促進を図るため、技能・資格の取得を支援する

教育訓練給付金や就業期間中の生活を支援する高

等職業訓練促進給付金を支給する。 

子育て政策課 

労働教育事業 労働問題講演会を開催し、勤労者が労働問題に直

面したときの相談先や制度等の知識の習得を図

る。 

産業政策課 
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事業名 事業内容 担当課 

生活困窮者自立相談支援

事業・就労支援事業（再掲） 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につい

て、生活困窮者及びその家族その他関係者からの

相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、並び

に関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な

支援を包括的かつ計画的に行うことにより、生活

困窮者の自立を図る。 

福祉政策課 

女性活躍推進事業 女性の職業生活における活躍を推進する。また就

業等支援講座の開催や情報提供を行う。 

人権・男女共

同参画課 

 

 

 

 

【重点施策４】経済的支援 

 

貧困等の生活上の困難な状況に直面する子育て世帯に対し、各種手当等の支給、貸付金の貸付

等を行うことにより、経済的な支援を行います。 

 

事業名 事業内容 担当課 

生活保護制度による支援 生活困窮者に対して、国の定める基準により、そ

の困窮の程度に応じて、生活・教育・住宅・医療・

介護・出産・生業・葬祭の８種類の扶助費を支給

する。 

生活援護課 

住居確保給付金支給事業 生活困窮者のうち離職又はこれに準ずる事由によ

り経済的に困窮し、居住する住宅を失い、又は現

に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困

難となったものであって、就職を容易にするため

住居を確保する必要があると認められるものに対

し給付金を支給する。 

福祉政策課 

児童手当支給事業 中学校卒業までの児童を養育している者に対し手

当を支給する。 

子育て政策課 

児童扶養手当支給事業 父母の離婚・父の死亡などによって、父または母

と生計を同じくしていない児童を養育している者

に対し手当を支給し、母子世帯または父子世帯等

の生活の安定を図り、自立を促進する。 

子育て政策課 

心身障害児福祉手当給付

事業 

心身に障がいを有する児童の生活の向上と福祉の

増進を図るため、保護者に対し手当を支給する。 

障がい福祉課 
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事業名 事業内容 担当課 

未熟児養育医療費助成事

業 

病院または診療所に入院することを必要とする未

熟児に対し、その養育に必要な医療費を助成する。 

子育て政策課 

ひとり親家庭等医療費助

成事業 

ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診

療の自己負担分を助成する。 

子育て政策課 

小児医療費助成事業 子どもの医療費について、保険診療の自己負担分

を助成する。 

子育て政策課 

育成医療給付事業 障がいの程度の軽減又は障がいの除去を図るため

医療が必要な児童に対し、手術、継続的治療に要

する医療費の一部を負担する。 

障がい福祉課 

勤労者生活資金預託金事

業 

勤労者の生活の安定と向上を図るため、金融機関

に貸付金を預託し、教育費、医療費、出産費等の

生活資金について低金利での融資を行う。 

産業政策課 

軽度・中等度難聴児補聴器

支給事業 

障害者総合支援法に基づく補装具費の支給対象と

ならない軽度・中等度難聴児を対象に、言語の習

得やコミュニケーション能力の向上を支援するた

め、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を

助成する。 

障がい福祉課 

 

 

 

 

【重点施策５】子どもの成長や発達を支える支援の充実 

 

幼児教育や保育は、乳幼児期の愛着形成や信頼関係の構築、基本的生活習慣や人格形成に、学

校教育は学齢期の社会的自立に向けた基礎能力の習得に重要な役割を果たしています。 

子どもの健やかな育ちを支えるため、家庭の経済状況などいった生まれ育った環境に左右され

ることなく、すべての子どもが質の高い保育や教育を受けられる環境を整え、将来に夢と希望を

持ち自分らしい人生を歩んでいけるよう、「子どもが成長・発達する権利を保障する」ため、直

接子どもに届ける支援の充実を図ります。 

 

事業名 事業内容 担当課 

通常保育事業 家庭で保育することができない児童を保育所で預

かり、保育を行う。 

保育課 

延長保育促進事業 通常保育の前後の時間において、時間を延長して

保育を行う。 

保育課 

乳児保育促進事業 0・１歳児の保育を行う。今後、定員枠の拡大に努

める。 

保育課 
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事業名 事業内容 担当課 

障がい児保育促進事業 保育士等の体制を整え、障がいや発達に支援が必

要な児童の保育を行う。 

保育課 

公立幼稚園教育推進事業

（再掲） 

公立幼稚園において、園児に学びの機会を提供す

るとともに、介助教諭を配置し支援を要する園児

の学びを支える。 

教育総務課 

障がい児通所支援事業 障がい児や発達に課題のある児童が、児童発達支

援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等

の事業を利用し、生活能力の向上、集団生活への

適応等に必要な訓練、その他のサービスを受ける

ことを支援する。 

障がい福祉課 

障害児通園施設「つくしん

ぼ教室」運営事業 

長過程で様々な課題を抱えている乳幼児に対し、

児童発達支援サービス（療育・訓練・相談）を提

供することで、児童の情緒の発達や日常生活に必

要な基本動作の習得、集団生活への適応が進むよ

う支援する。また、保護者が子どもの障害を受容

し、子どもの発達に応じた子育てをするための援

助を行う。 

子ども青少年

支援課 

子どもの学習・生活支援事

業（再掲） 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子ど

もを対象とする個別指導型の学習塾を開催し、併

せて、保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善

に関する支援を行う。 

福祉政策課 

放課後子ども教室推進事

業（再携） 

放課後の安全・安心な子どもの居場所として、学

習やスポーツ、文化活動等の体験学習を行うとと

もに、地域の方々との交流活動の機会を提供する。 

教育総務課 

障がい児ケア付き通学支

援事業 

医療的ケア児の通学に付き添う保護者の負担を軽

減するため、保護者に代わり看護師等が同行し、

医療的ケア児の通学を支援する。 

障がい福祉課 

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ） 

就労等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の

児童に対して、放課後の居場所を提供する。 

教育総務課 

障がい児医療的ケア支援

事業 

医療的ケア児の日中活動の場を確保するため、看

護師を配置し医療的ケア児を受入れている放課後

等デイサービス事業所に対し、費用の一部を助成

する。 

障がい福祉課 

児童生徒就学支援事業（再

掲） 

経済的支援を必要とする児童生徒の家庭を対象

に、学校給食の現物給付、学用品費や通学費、新

入学用品費等について支援を行う。 

教育指導課 
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事業名 事業内容 担当課 

高等学校等奨学金事業 

（再掲） 

経済的な支援を要する生徒の高等学校等への就学

に際し、奨学金を支給する。 

教育指導課 

教育相談等充実事業（再

掲） 

支援を必要とする児童生徒や保護者等を対象とし

た子ども若者教育支援センターにおける教育相

談、学校におけるスクールカウンセラー等による

相談対応のほか、不登校の児童生徒の状況の改善

を図るため、教育相談指導学級、校内支援室、不

登校生徒訪問相談員等による支援を行う。 

教育指導課 

子ども若者相談支援事業

（再掲） 

児童及び妊産婦の福祉に関する家庭その他からの

相談、及び、ひきこもりや若年無業者（ニート）

など社会生活を円滑に営むことが難しい若者（30

歳代まで）やその保護者等からの相談に応じ、必

要な調査、指導等を行う。 

また、ヤングケアラーについての相談支援等も本

事業内で実施する。 

子ども青少年

支援課 

３．子どもの貧困対策を着実に推進するために 

計画に掲げた５つ重点施策は、貧困など困難な環境下で成長する子どもたちに寄添うことを使

命としています。 

各重点施策に位置付けた個別事業が家庭の状況に関わらず活用できるように工夫を重ねるこ

とに念頭を置き、情報の入手方法、制度設計の枠組み、利用条件等を絶え間なく点検し、支援が

必要な子どもやその保護者が施策の隙間に落ちることのないよう今後の取組みを進めます。 

 

（１）関係各課による庁内連絡会議の継続的な開催 

 

（２）子どもに向けた支援策の積極的かつ効果的な周知 

 

（３）子どもの貧困対策に資する新たな施策の検討・実施 
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第７章 計画の推進 

１．計画の推進体制 

子ども・子育て支援事業計画の推進にあたっては、子ども青少年部を中心として、庁内関係

各課と連携して取り組みます。 

また、幼稚園や保育所をはじめとする教育・保育事業者、地域等において、子ども・子育て

支援に携わっている関係者、各関係機関等と連携を強め、総合的な取組を進めます。 

 

 

２．計画の進行管理 

本計画の進行管理は、子ども青少年部で行うとともに、「小田原市子ども・子育て会議」を

定期的に開催し、実施状況の報告を行います。 

 

 

３．実施状況の点検・評価 

「小田原市子ども・子育て会議」からの意見聴取を行いながら、計画全体の実施状況の点

検・評価を行います。 

また、計画期間内においても、国の制度改正、社会状況の変化、ニーズや事業者の意向の変

化などにより計画の見直しの必要性が生じた場合には、柔軟に見直しを行います。 

 

 

４．実施状況の公表 

本計画の実施状況や点検・評価の結果、計画の修正の内容等については、広報紙や市のホー

ムページ等で公表を行います。 
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